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報告第１号  
   和解及び損害賠償額の決定の専決処分について  
 和解及び損害賠償額の決定について、地方自治法第１８０条第１項の規定によ

り、別紙のとおり専決処分したので、同条第２項の規定によりこれを報告する。   
   平成３１年３月１２日提出   

江差町長 照 井 誉之介    
   提案理由 
 地方自治法第１８０条第１項に規定する、議会の委任による議決事件について

専決処分をしたので報告する。          
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専 決 処 分 書  
 次のとおり和解することについて、地方自治法第１８０条第１項の規定により専決処分

する。  
   平成３０年１２月１４日専決  
                        江差町長 照 井 誉之介   

和解及び損害賠償額の決定について  
１ 当事者 

（甲） 檜山郡江差町長  照 井 誉之介 
（乙） 檜山郡江差町字南が丘７－１３４ 若 山 アエ子   

２ 事故の概要 
（１） 平成３０年９月３０日午後１２時頃、甲が管理する歩道を乙が歩行中、歩道の 

破損部に足を取られて転倒し、乙が負傷したものである。 
（２） 甲及び乙は、上記に起因する負傷について、甲の負担と責任において治療費を 
   支払うこととして交渉を進め、和解することで合意を得たものである。  

３ 和解及び損害賠償額の概要 
（１） 甲は乙に対し、本件事故に関する治療費 金２，４５０円を乙の指定する口座 

に支払う。  
（２） なお、本件示談の他、甲乙間には一切の債権債務関係がないことを確認する。   
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報告第２号  
   和解及び損害賠償額の決定の専決処分について  
 和解及び損害賠償額の決定について、地方自治法第１８０条第１項の規定によ

り、別紙のとおり専決処分したので、同条第２項の規定によりこれを報告する。   
   平成３１年３月１２日提出   

江差町長 照 井 誉之介    
   提案理由 
 地方自治法第１８０条第１項に規定する、議会の委任による議決事件について

専決処分をしたので報告する。          
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専 決 処 分 書   

次のとおり和解することについて、地方自治法第１８０条第１項の規定により専決

処分する。  
平成３１年２月４日専決 

檜山郡江差町長  照 井 誉之介  
和解及び損害賠償額の決定について  

１ 当事者 
（甲）檜山郡江差町長 照 井 誉之介 
（乙）檜山郡江差町  

２ 事案の概要 
（１）平成３０年１１月２２日、甲が管理する町有地敷地内において、飛散して

いた接合金物により乙の車輌の左前のタイヤを破損させたもの。 
（２）甲及び乙は、上記に起因する損害について甲の責任において損害賠償する

こととして交渉を進め、和解することで合意を得たものである。  
３ 和解及び損害賠償額の概要 

（１）甲は、乙が被った損害１３，５００円について、乙に対し賠償する義務が

あることを認め、甲の加入する賠償補償保険により補修費全額を支払うもの

とする。 
（２）上記内容により、乙は甲に対し、今後物件損害及びこれに伴う一切の請求

を行わないことを確認する。   

4



報告第３号 

 

放棄したその他の債権の報告について 

 

江差町債権管理条例（平成２２年条例第１号）第１２条第１項の規定により、町

のその他の債権について別紙調書のとおり放棄したので、同条第２項の規定により

報告する。 

 

 

平成３１年３月１２日提出 

 

 

江差町長 照 井 誉之介 
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承認第１号 

 

   平成３０年度江差町一般会計補正予算（第８号）の専決処分の承認を 

   求めることについて 

 

 

 平成３０年度江差町一般会計補正予算（第８号）について、地方自治法（昭和２

２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により別紙のとおり専決処分したので、

同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求める。 

 

 

  平成３１年３月１２日提出 

 

 

江差町長 照 井 誉之介 

 

 

 

２月８日に発生した新栄テレビ中継局故障に係る経費について専決処分したこと

について、議会の承認を求める必要があるため。 
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専 決 処 分 書 

 

地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき、平成３０年度江差町一般会計補正予算

を次のとおり専決処分する。 

 

平成３１年２月８日専決 

江差町長 照 井 誉 之 介 

 

 

平成３０年度江差町一般会計補正予算（第８号） 

 

平成３０年度江差町一般会計補正予算（第８号）は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に、それぞれ９８９千円を追加し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ５，６１３，１１５千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分毎の金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 
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（単位：千円）

款 目 国庫支出金 道支出金 地方債 その他特定財源 一般財源

総務費 総務管理費

テレビ・ラジオ難視
聴対策（新栄テレビ
中継局バッテリー充
電器等修繕）

989 989

989 989計

平成３０年度　一般会計補正予算構成表

科目
事業名 補正額

財源内訳
備考
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歳  入

第１表　歳入歳出予算補正
単位：千円

款 項 補正前の額 補 正 額 　　計　　

歳 入 合 計

 9地 方 交 付 税 2,333,209 989 2,334,198

 1地 方 交 付 税 2,333,209 989 2,334,198

5,612,126 989 5,613,115

10



歳  出 単位：千円

款 項 補正前の額 補 正 額 　　計　　

歳 出 合 計

 2総 務 費 995,052 989 996,041

 1総 務 管 理 費 930,056 989 931,045

5,612,126 989 5,613,115
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（１）総括

歳入歳出補正予算事項別明細書

（歳入）
単位：千円

款 　 　 計 　 　　 補 正 額 　補 正 前 の 額

歳 入 合 計

　９ 地 方 交 付 税 2,333,209

5,612,126

989

989

2,334,198

5,613,115
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（歳出）

款

地 方 債 そ の 他

特 定 財 源

単位：千円

国道支出金

歳 出 合 計

　　計　　補正前の額 補 正 額

 2総 務 費 995,052

5,612,126

989

989

996,041

5,613,115 0 0 0

989

989

補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳

一般財源
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目

款

項

（２）歳入

補 正 前 の 額 補 正 額     計     

 9 地方交付税 2,333,209 989 2,334,198

  1 地方交付税 2,333,209 989 2,334,198

   1 地方交付税 2,333,209 989 2,334,198

     歳     入     合     計 5,612,126 989 5,613,115
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金 額区 分

説 明

節

単位：千円

 1 地 方 交 付 税 989 普通交付税                                  
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地 方 債 そ の 他

特 定 財 源
一般財源

目

款

項

（３）歳出

国道支出金

補正前の額 補 正 額     計    

補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳

 2 総務費 995,052 989 996,041 989

  1 総務管理費 930,056 989 931,045 989

   8 住民運動対策 9,381 989 10,370 989
     費           

　歳　出　合　計　 5,612,126 989 5,613,115 0 0 0 989
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金 額区 分

説 明

節

単位：千円

11 需 用 費 989 修繕料（新栄テレビ中継局ﾊ゙ｯﾃﾘー充電器等修繕）
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承認第２号 

 

   北海道市町村総合事務組合規約の制定並びに廃止についての承認を 
求めることについて 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により別紙のとお

り専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求める。 

 

 

平成３１年３月１２日提出 

 

 

江差町長 照 井 誉之介 

 

 

 

提案理由 
北海道市町村総合事務組合において、石狩東部広域水道企業団、石狩西部広域水道

企業団及び北海道市町村職員退職手当組合を構成団体とすることができないため、当

該団体の非常勤職員に対する公務災害補償等の事務を処理できる（事務の委託）よう

定める規約を制定し、現行規約を廃止するために必要があるため、専決処分したこと

について、議会の承認を求める必要があるため。 
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専 決 処 分 書 

 

 

 地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき、北海道市町村総合事務組合規約の制

定並びに廃止について、別紙のとおり専決処分する。 

 

 

平成３１年１月３１日専決 

 

  

 江差町長 照 井 誉之介 
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北海道市町村総合事務組合規約 

 

   第１章 総則 

 （組合の名称） 

第１条 この組合は、北海道市町村総合事務組合（以下「組合」という。）という。 

 （組合を組織する地方公共団体） 

第２条 組合は、別表第１に掲げる市町村・一部事務組合及び広域連合（以下「組合構成団体」と

いう。）をもって組織する。 

 （組合の共同処理する事務） 

第３条 組合は、別表第２の右欄に掲げる組合構成団体の同表左欄の事務を共同処理する。   

（組合の事務所の位置） 

第４条 組合の事務所は、札幌市中央区北４条西６丁目２番地、北海道自治会館内に置く。 

   第２章 組合の議会 

 （組合の議会の組織） 

第５条 組合の議会の議員（以下「組合議員」という。）の定数は１５人とし、次の各号に定める

者をもってあてる。 

 （１）組合構成団体である関係市の長  １人 

 （２）組合構成団体である町村の長  １４人 

 （組合議員の選挙） 

第６条 関係市の長の組合議員については、組合構成団体である関係市の長においてこれを互選す

る。町村の長の組合議員については、各地区町村会長の職にある者をもってあてる。 

２ 関係市の長の組合議員に欠員を生じたときは、速やかに補欠選挙を行う。第７条第２項の規定

により町村の長の組合議員が組合管理者となり、組合議員に欠員を生じた場合は、前項の地区町

村会副会長の職にある者をもってあてる。 

 （組合議員の任期） 

第７条 組合議員の任期は、２年とする。ただし、補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 組合議員である組合構成団体の長が、当該構成団体の長の職を失ったとき、若しくは当該地区

町村会長又は副会長の職を失ったときは、前項の規定にかかわらず組合議員の職を失う。第９条

第２項の規定により組合管理者に選任されたときも、また同様とする。 

 （報酬） 

第８条 組合議員には、報酬は支給しない。 

   第３章 組合の執行機関 

 （管理者及び副管理者） 

第９条 組合に管理者及び副管理者各１人を置く。 

２ 管理者は、北海道町村会長の職にある者をもってあて、副管理者は、管理者が組合の議会の同

意を得て選任する。 

３ 管理者及び副管理者の任期は、２年とする。 

４ 管理者は、組合を統轄代表し、組合の事務を管理執行する。 

５ 副管理者は、管理者を補佐し、管理者に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理

する。 
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６ 管理者及び副管理者がともに事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ管理者の指定し

た者がその職務を代理する。 

７ 管理者には、給料を支給しない。 

（会計管理者） 

第９条の２ 組合に会計管理者を１人置く。 

２ 会計管理者は、管理者の補助機関である職員のうちから管理者が任命する。 

 （事務局） 

第１０条 組合に事務局を設け、事務局長及び職員を置く。 

２ 前項の職員は、管理者がこれを任免する。 

３ 第１項の職員の定数は、条例でこれを定める。 

 （監査委員） 

第１１条 組合に監査委員２人を置く。 

２ 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、識見を有する者及び組合議員のうちからそれ

ぞれ１人を選任する。 

３ 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては４年とし、組合議員の

うちから選任される者にあっては組合議員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間

は、その職務を行うことを妨げない。 

４ 監査委員は、非常勤とする。 

５ 組合議員のうちから選任される監査委員には、報酬を支給しない。 

   第４章 組合の経費の支弁の方法 

 （経費の支弁の方法） 

第１２条 組合の経費は、次の収入をもって充てる。 

 （１）組合構成団体の負担金 

 （２）組合の財産から生ずる収入 

 （３）その他の収入 

 （組合構成団体の負担金） 

第１３条 組合構成団体は、第３条に規定する業務に要する経費に充てるため、条例で定めるとこ

ろにより負担金を納付しなければならない。 

   第５章 雑則 

 （事務の受託） 

第１４条 組合は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２９２条の規定において準用する同

法第２５２条の１４第１項の規定による事務の委託の申出がなされたときは、これを受託するこ

とができる。 

 （管理者への委任） 

第１５条 この規約に定めるもののほか、この規約の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。 

   附 則（平成３１年市町村第   号指令） 

１ この規約は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項の規定による北海道知

事の許可のあった日から施行する。 

２ 北海道市町村総合事務組合規約（平成７年３月７日市町村第１９７３号指令）は、廃止する。 

 

23



別表第１（第２条関係） 組合を組織する地方公共団体 

管内 市町村・一部事務組合及び広域連合 

石狩振興局（１２） 江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、当別町、新篠津村、石狩北部地区消防事務組

合、北海道市町村備荒資金組合、石狩教育研修センター組合、札幌広域圏組合、北

海道後期高齢者医療広域連合、道央廃棄物処理組合 

渡島総合振興局（１６） 北斗市、松前町、福島町、知内町、木古内町、七飯町、鹿部町、森町、八雲町、長

万部町、山越郡衛生処理組合、南渡島消防事務組合、渡島西部広域事務組合、南渡

島衛生施設組合、渡島廃棄物処理広域連合、渡島・檜山地方税滞納整理機構 

檜山振興局（１１） 江差町、上ノ国町、厚沢部町、乙部町、奥尻町、せたな町、今金町、南部桧山衛生

処理組合、檜山広域行政組合、江差町・上ノ国町学校給食組合、北部桧山衛生セン

ター組合 

後志総合振興局（２９） 島牧村、寿都町、黒松内町、蘭越町、ニセコ町、真狩村、留寿都村、喜茂別町、京

極町、倶知安町、共和町、岩内町、泊村、神恵内村、積丹町、古平町、仁木町、余

市町、赤井川村、南部後志衛生施設組合、北後志衛生施設組合、羊蹄山麓環境衛生

組合、羊蹄山ろく消防組合、北後志消防組合、岩内・寿都地方消防組合、岩内地方

衛生組合、南部後志環境衛生組合、後志教育研修センター組合、後志広域連合 

空知総合振興局（３３） 歌志内市、南幌町、奈井江町、上砂川町、由仁町、長沼町、栗山町、月形町、浦臼

町、新十津川町、妹背牛町、秩父別町、雨竜町、北竜町、沼田町、北空知衛生施設

組合、南空知消防組合、月新水道企業団、西空知広域水道企業団、北空知広域水道

企業団、長幌上水道企業団、奈井江、浦臼町学校給食組合、南空知公衆衛生組合、

桂沢水道企業団、岩見沢地区消防事務組合、北空知衛生センター組合、北空知葬斎

組合、南空知葬斎組合、深川地区消防組合、砂川地区広域消防組合、滝川地区広域

消防事務組合、空知中部広域連合、北空知圏学校給食組合 

上川総合振興局（３０） 幌加内町、鷹栖町、東神楽町、当麻町、比布町、愛別町、上川町、東川町、美瑛町、

上富良野町、中富良野町、南富良野町、占冠村、和寒町、剣淵町、下川町、美深町、

音威子府村、中川町、士別地方消防事務組合、大雪消防組合、大雪葬斎組合、大雪

浄化組合、大雪清掃組合、愛別町外３町塵芥処理組合、上川北部消防事務組合、名

寄地区衛生施設事務組合、大雪地区広域連合、富良野広域連合、上川広域滞納整理

機構 

留萌振興局（１１） 増毛町、小平町、苫前町、羽幌町、初山別村、遠別町、天塩町、留萌消防組合、北

留萌消防組合、羽幌町外２町村衛生施設組合、留萌南部衛生組合 

宗谷総合振興局（１７） 幌延町、猿払村、浜頓別町、中頓別町、枝幸町、豊富町、礼文町、利尻町、利尻富

士町、利尻郡学校給食組合、利尻郡清掃施設組合、南宗谷消防組合、利尻礼文消防

事務組合、稚内地区消防事務組合、南宗谷衛生施設組合、利尻島国民健康保険病院

組合、西天北五町衛生施設組合 

オホーツク総合振興局（２

４） 

大空町、美幌町、津別町、斜里町、清里町、小清水町、訓子府町、置戸町、佐呂間

町、遠軽町、湧別町、滝上町、興部町、西興部村、雄武町、紋別地区消防組合、遠

軽地区広域組合、美幌・津別広域事務組合、斜里地区消防組合、斜里郡３町終末処
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理事業組合、西紋別地区環境衛生施設組合、北見地区消防組合、網走地区消防組合、

広域紋別病院企業団 

胆振総合振興局（１２） 登別市、豊浦町、洞爺湖町、壮暼町、白老町、安平町、厚真町、むかわ町、安平・

厚真行政事務組合、胆振東部日高西部衛生組合、胆振東部消防組合、西胆振行政事

務組合 

日高振興局（１６） 日高町、平取町、新冠町、新ひだか町、浦河町、様似町、えりも町、日高西部消防

組合、日高中部消防組合、日高東部消防組合、平取町外２町衛生施設組合、日高東

部衛生組合、日高中部衛生施設組合、日高地区交通災害共済組合、日高中部広域連

合、日高管内地方税滞納整理機構 

十勝総合振興局（２４） 音更町、士幌町、上士幌町、鹿追町、新得町、清水町、芽室町、中札内村、更別村、

大樹町、広尾町、幕別町、池田町、豊頃町、本別町、足寄町、陸別町、浦幌町、北

十勝２町環境衛生処理組合、池北三町行政事務組合、南十勝複合事務組合、十勝圏

複合事務組合、十勝中部広域水道企業団、とかち広域消防事務組合 

釧路総合振興局（１２） 釧路町、厚岸町、浜中町、標茶町、弟子屈町、鶴居村、白糠町、川上郡衛生処理組

合、釧路北部消防事務組合、釧路東部消防組合、釧路白糠工業用水道企業団、釧路

・根室広域地方税滞納整理機構 

根室振興局（９） 根室市、別海町、中標津町、標津町、羅臼町、根室北部衛生組合、根室北部消防事

務組合、中標津町外２町葬斎組合、根室北部廃棄物処理広域連合 

 

別表第２（第３条関係） 

共同処理する事務 共同処理する団体 

１ 消防組織法（昭和２２年法

律第２２６号）第２４条第１

項の規定による非常勤消防団

員に係る損害補償に関する事

務 

江別市、根室市、千歳市、歌志内市、登別市、恵庭市、北広島市、森町、八雲

町、長万部町、鷹栖町、上川町、増毛町、白老町、音更町、士幌町、上士幌町、

鹿追町、清水町、芽室町、新得町、広尾町、大樹町、更別村、中札内村、足寄

町、本別町、陸別町、幕別町、豊頃町、池田町、浦幌町、白糠町、石狩北部地

区消防事務組合、渡島西部広域事務組合、南渡島消防事務組合、檜山広域行政

２ 消防法（昭和２３年法律第

１８６号）第３６条の３第１

項の規定による消防作業に従 

組合、羊蹄山ろく消防組合、北後志消防組合、岩内・寿都地方消防組合、南空

知消防組合、岩見沢地区消防事務組合、砂川地区広域消防組合、滝川地区広域

消防事務組合、深川地区消防組合、上川北部消防事務組合、士別地方消防事務
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事した者又は救急業務に協力

した者に係る損害補償に関す

る事務 

３ 水防法（昭和２４年法律第

１９３号）第６条の２第１項

の規定による非常勤の水防団

長又は水防団員に係る損害補

償に関する事務 

４ 水防法第４５条の規定によ

る水防に従事した者に係る損

害補償に関する事務 

５ 災害対策基本法（昭和３６

年法律第２２３号）第８４条

第１項の規定による応急措置

業務に従事した者に係る損害

補償に関する事務 

６ 消防組織法第２５条の規定

による非常勤消防団員に係る

退職報償金支給に関する事務 

７ 非常勤消防団員に係る賞じ

ゅつ金授与に係る事務 

組合、大雪消防組合、富良野広域連合、北留萌消防組合、留萌消防組合、南宗

谷消防組合、稚内地区消防事務組合、利尻礼文消防事務組合、遠軽地区広域組

合、網走地区消防組合、北見地区消防組合、美幌・津別広域事務組合、斜里地

区消防組合、紋別地区消防組合、胆振東部消防組合、西胆振行政事務組合、日

高東部消防組合、日高西部消防組合、日高中部消防組合、釧路東部消防組合、

釧路北部消防事務組合、根室北部消防事務組合 

８ 水防法（昭和２４年法律第

１９３号）第６条の２第１項

の規定による非常勤の水防団

長又は水防団員に係る損害補

償に関する事務 

長沼町、新十津川町 

９ 地方公務員災害補償法（昭

和４２年法律第１２１号）第

６９条の規定に基づく非常

勤の職員の公務上の災害又

は通勤による災害に対する

補償に関する事務 

当別町、新篠津村、北斗市、松前町、福島町、知内町、木古内町、七飯町、鹿

部町、森町、八雲町、長万部町、江差町、上ノ国町、厚沢部町、乙部町、奥尻

町、せたな町、今金町、島牧村、寿都町、黒松内町、蘭越町、ニセコ町、真狩

村、留寿都村、喜茂別町、京極町、倶知安町、共和町、岩内町、泊村、神恵内

村、積丹町、古平町、仁木町、余市町、赤井川村、南幌町、奈井江町、上砂川

町、由仁町、長沼町、栗山町、月形町、浦臼町、新十津川町、妹背牛町、秩父

別町、雨竜町、北竜町、沼田町、幌加内町、鷹栖町、東神楽町、当麻町、比布

町、愛別町、上川町、東川町、美瑛町、上富良野町、中富良野町、南富良野町、

占冠村、和寒町、剣淵町、下川町、美深町、音威子府村、中川町、増毛町、小

平町、苫前町、羽幌町、初山別村、遠別町、天塩町、幌延町、猿払村、浜頓別

町、中頓別町、枝幸町、豊富町、礼文町、利尻町、利尻富士町、大空町、美幌

町、津別町、斜里町、清里町、小清水町、訓子府町、置戸町、佐呂間町、遠軽

町、湧別町、滝上町、興部町、西興部村、雄武町、豊浦町、洞爺湖町、壮暼町、

26



白老町、安平町、厚真町、むかわ町、日高町、平取町、新冠町、新ひだか町、

浦河町、様似町、えりも町、音更町、士幌町、上士幌町、鹿追町、新得町、清

水町、芽室町、中札内村、更別村、大樹町、広尾町、幕別町、池田町、豊頃町、

本別町、足寄町、陸別町、浦幌町、釧路町、厚岸町、浜中町、標茶町、弟子屈

町、鶴居村、白糠町、別海町、中標津町、標津町、羅臼町、石狩北部地区消防

事務組合、北海道市町村備荒資金組合、石狩教育研修センター組合、札幌広域

圏組合、北海道後期高齢者医療広域連合、道央廃棄物処理組合、山越郡衛生処

理組合、南渡島消防事務組合、渡島西部広域事務組合、南渡島衛生施設組合、

渡島廃棄物処理広域連合、渡島・檜山地方税滞納整理機構、南部桧山衛生処理

組合、檜山広域行政組合、江差町・上ノ国町学校給食組合、北部桧山衛生セン

ター組合、南部後志衛生施設組合、北後志衛生施設組合、羊蹄山麓環境衛生組

合、羊蹄山ろく消防組合、北後志消防組合、岩内・寿都地方消防組合、岩内地

方衛生組合、南部後志環境衛生組合、後志教育研修センター組合、後志広域連

合、北空知衛生施設組合、南空知消防組合、月新水道企業団、西空知広域水道

企業団、北空知広域水道企業団、長幌上水道企業団、奈井江、浦臼町学校給食

組合、南空知公衆衛生組合、桂沢水道企業団、岩見沢地区消防事務組合、北空

知衛生センター組合、北空知葬斎組合、南空知葬斎組合、深川地区消防組合、

空知中部広域連合、北空知圏学校給食組合、士別地方消防事務組合、大雪消防

組合、大雪葬斎組合、大雪浄化組合、大雪清掃組合、愛別町外３町塵芥処理組

合、上川北部消防事務組合、名寄地区衛生施設事務組合、大雪地区広域連合、

富良野広域連合、上川広域滞納整理機構、留萌消防組合、北留萌消防組合、西

天北五町衛生施設組合、羽幌町外２町村衛生施設組合、留萌南部衛生組合、利

尻郡学校給食組合、利尻郡清掃施設組合、南宗谷消防組合、利尻礼文消防事務

組合、稚内地区消防事務組合、南宗谷衛生施設組合、利尻島国民健康保険病院

組合、紋別地区消防組合、遠軽地区広域組合、美幌・津別広域事務組合、斜里

地区消防組合、斜里郡３町終末処理事業組合、西紋別地区環境衛生施設組合、

北見地区消防組合、広域紋別病院企業団、安平・厚真行政事務組合、胆振東部

日高西部衛生組合、胆振東部消防組合、西胆振行政事務組合、日高西部消防組

合、日高中部消防組合、日高東部消防組合、平取町外２町衛生施設組合、日高

東部衛生組合、日高中部衛生施設組合、日高地区交通災害共済組合、日高中部

広域連合、日高管内地方税滞納整理機構、北十勝２町環境衛生処理組合、池北

三町行政事務組合、南十勝複合事務組合、十勝圏複合事務組合、十勝中部広域

水道企業団、とかち広域消防事務組合、川上郡衛生処理組合、釧路北部消防事

務組合、釧路東部消防組合、釧路白糠工業用水道企業団、釧路・根室広域地方

税滞納整理機構、根室北部衛生組合、根室北部消防事務組合、中標津町外２町

葬斎組合、根室北部廃棄物処理広域連合 

１０ 公立学校の学校医、学校

歯科医及び学校薬剤師の公務

災害補償に関する法律（昭和

３２年法律第１４３号）第４

当別町、新篠津村、北斗市、松前町、福島町、知内町、木古内町、七飯町、鹿

部町、森町、八雲町、長万部町、江差町、上ノ国町、厚沢部町、乙部町、奥尻

町、今金町、島牧村、寿都町、黒松内町、蘭越町、ニセコ町、真狩村、留寿都

村、喜茂別町、京極町、倶知安町、共和町、岩内町、泊村、神恵内村、積丹町、
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条第１項の規定に基づく非常

勤の学校医、学校歯科医及び

学校薬剤師の公務上の災害に

対する補償に関する事務 

古平町、仁木町、余市町、赤井川村、南幌町、奈井江町、上砂川町、由仁町、

長沼町、栗山町、月形町、浦臼町、新十津川町、妹背牛町、秩父別町、雨竜町、

北竜町、沼田町、幌加内町、鷹栖町、東神楽町、当麻町、比布町、愛別町、上

川町、東川町、美瑛町、上富良野町、中富良野町、南富良野町、占冠村、和寒

町、剣淵町、下川町、美深町、音威子府村、中川町、増毛町、小平町、苫前町、

羽幌町、初山別村、遠別町、天塩町、幌延町、猿払村、浜頓別町、中頓別町、

枝幸町、豊富町、礼文町、利尻町、利尻富士町、大空町、美幌町、津別町、斜

里町、清里町、小清水町、訓子府町、置戸町、佐呂間町、遠軽町、湧別町、滝

上町、興部町、西興部村、雄武町、豊浦町、洞爺湖町、壮暼町、白老町、安平

町、厚真町、むかわ町、日高町、平取町、新冠町、新ひだか町、浦河町、様似

町、えりも町、音更町、士幌町、上士幌町、鹿追町、新得町、清水町、芽室町、

中札内村、更別村、大樹町、広尾町、幕別町、池田町、豊頃町、本別町、足寄

町、陸別町、浦幌町、釧路町、厚岸町、浜中町、標茶町、弟子屈町、鶴居村、

白糠町、別海町、中標津町、標津町、羅臼町 
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議案第１号 

 

平成３０年度江差町一般会計補正予算（第９号）について 

 

平成３０年度江差町一般会計補正予算（第９号）は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から、それぞれ１６，３２９千円を減額し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ５，５９６，７８６千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分毎の金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（繰越明許費の補正） 

第２条 地方自治法第２１３条第１項の規定により翌年度に繰り越して使用するこ

とができる経費は、「第２表 繰越明許費」による。 

（債務負担行為の補正） 

第３条 債務負担行為の追加は、「第３表 債務負担行為補正」による。 

（地方債の補正） 

第４条 地方債の変更は、「第４表 地方債補正」による。 

 

 

 

 

平成３１年３月１２日提出 

 

 

江差町長 照 井 誉之介 

 

 

   提案理由 

 平成３０年度江差町一般会計補正予算の調整後に生じた事由に基づいて、既定の予

算に追加、減額、その他変更をする必要が生じたことによる。 
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（単位：千円）

款 目 国庫支出金 道支出金 地方債 その他特定財源 一般財源

総務費 企画費

海・山・川！！障が
い者が満喫するﾊﾞﾘ
ｱﾌﾘｰﾚｼﾞｬｰと地域
づくりの相互連携事
業

▲ 570 ▲ 285 ▲ 285

民生費
児童福祉総
務費

「子育て応援券」交付
事業

▲ 800 ▲ 800

民生費
常設保育所
費

常設保育所運営 ▲ 1,500 ▲ 1,500

衛生費
保健衛生総
務費

看護師等育成確保
対策

▲ 4,800 ▲ 4,800

衛生費
保健衛生総
務費

道立江差病院医師
確保対策

▲ 3,000 ▲ 3,000

衛生費 予防費 子ども医療費助成 ▲ 1,600 ▲ 800 ▲ 800

衛生費 予防費
母子保健（妊娠・出
産期支援）

▲ 1,128 ▲ 1,128

衛生費 予防費
母子保健（定期予防
接種）

▲ 4,112 ▲ 285 ▲ 3,827

衛生費 予防費
インフルエンザ予防
接種支援

▲ 790 ▲ 250 ▲ 540

衛生費 予防費
高齢者肺炎球菌予
防接種支援

▲ 460 ▲ 460

衛生費 予防費 各種がん検診推進 ▲ 1,500 ▲ 200 ▲ 1,300

衛生費 予防費 不妊治療費助成等 ▲ 1,313 ▲ 400 ▲ 913

農林水産
業費

農業振興費
産地生産力強化総
合支援事業

▲ 1,270 ▲ 1,270

農林水産
業費

農地費
江差町農地流動化
促進補助

▲ 1,600 ▲ 1,600

商工費 観光費
ぷらっと江差運営支
援

▲ 5,000 ▲ 5,000

商工費 観光費
日本遺産地域活性
化推進事業

▲ 15,000 ▲ 15,000

商工費 追分振興費
江差追分交流発展
事業

▲ 840 ▲ 420 ▲ 420

平成３０年度　一般会計補正予算構成表

科目
事業名 補正額

財源内訳
備考

30



（単位：千円）

款 目 国庫支出金 道支出金 地方債 その他特定財源 一般財源

平成３０年度　一般会計補正予算構成表

科目
事業名 補正額

財源内訳
備考

土木費
道路新設改
良費

町道南ヶ丘団地22
号通り及び町道砂
川4号通り道路改良
工事

▲ 30,582 ▲ 18,670 ▲ 11,900 ▲ 12

土木費
都市計画総
務費

都市計画マスタープ
ラン・立地適正化計
画策定

▲ 1,460 ▲ 1,039 ▲ 421

▲ 77,325 ▲ 19,994 ▲ 1,085 ▲ 13,500 ▲ 29,882 ▲ 12,864

総務費 一般管理費
地域振興短期派遣
負担金（北海道職員
派遣負担金）

1,586 1,586

総務費 一般管理費 財政調整基金積立 49,800 49,800

総務費 諸費
過年度還付金（平成
29年度子ども・子育
て支援交付金返還）

162 162

民生費
社会福祉総
務費

プレミアム付き商品
券事業

1,053 1,053

民生費 老人福祉費
後期高齢者医療特
別会計繰出金

54 54

民生費 老人福祉費
社会福祉法人が行
う利用者負担軽減
事業補助

7,563 5,672 1,891

民生費
児童福祉総
務費

子ども発達支援推
進

678 678

教育費 図書館費 図書館資料整備 100 100

▲ 16,329 ▲ 18,941 4,587 ▲ 13,500 20,018 ▲ 8,493計

減額補正　計
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歳  入

第１表　歳入歳出予算補正
単位：千円

款 項 補正前の額 補 正 額 　　計　　

歳 入 合 計

 9地 方 交 付 税 2,334,198 △8,493 2,325,705

 1地 方 交 付 税 2,334,198 △8,493 2,325,705

12国 庫 支 出 金 550,790 △18,941 531,849

 2国 庫 補 助 金 216,471 △18,941 197,530

13道 支 出 金 334,274 4,587 338,861

 1道 負 担 金 213,780 △285 213,495

 2道 補 助 金 103,405 4,872 108,277

15寄 附 金 74,401 100 74,501

 1寄 附 金 74,401 100 74,501

16繰 入 金 429,333 40,538 469,871

 2基 金 繰 入 金 427,715 40,538 468,253

18諸 収 入 159,531 △20,620 138,911

 3貸 付 金 元 利 収 入 111,111 △20,000 91,111

 4交 付 金 7,882 △420 7,462

 6雑 入 33,616 △200 33,416

19町 債 497,200 △13,500 483,700

 1町 債 497,200 △13,500 483,700

5,613,115 △16,329 5,596,786
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歳  出 単位：千円

款 項 補正前の額 補 正 額 　　計　　

歳 出 合 計

 2総 務 費 996,041 50,978 1,047,019

 1総 務 管 理 費 931,045 50,978 982,023

 3民 生 費 1,431,591 7,048 1,438,639

 1社 会 福 祉 費 1,217,971 8,670 1,226,641

 2児 童 福 祉 費 213,620 △1,622 211,998

 4衛 生 費 449,994 △18,703 431,291

 1保 健 衛 生 費 449,994 △18,703 431,291

 6農 林 水 産 業 費 210,815 △2,870 207,945

 1農 業 費 137,196 △2,870 134,326

 7商 工 費 260,101 △20,840 239,261

 1商 工 費 260,101 △20,840 239,261

 8土 木 費 765,267 △32,042 733,225

 2道 路 橋 梁 費 334,816 △30,582 304,234

 5都 市 計 画 費 193,424 △1,460 191,964

10教 育 費 480,668 100 480,768

 5社 会 教 育 費 75,906 100 76,006

5,613,115 △16,329 5,596,786
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第２表 繰越明許費 

 

 単位：千円 

款 項 事 業 名 金 額 

民生費 社会福祉費 プレミアム付き商品券事業 １，０５３
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第３表 債務負担行為補正 

 

（追加） 単位：千円 

事    項 期    間 限 度 額 

広報印刷製本 平成３０年度～平成３１年度 ３，４１７

役場庁舎電気設備保守委託 平成３０年度～平成３１年度 ３６０

役場庁舎エレベーター保守委託 平成３０年度～平成３１年度 ６５０

事前予約制乗合タクシー運行委

託 
平成３０年度～平成３１年度 ４８４

老人福祉センター電気設備保守

委託 
平成３０年度～平成３１年度 １５５

老人福祉センター浄化槽保守委

託 
平成３０年度～平成３１年度 ２１２

福祉バス運行委託 平成３０年度～平成３１年度 ２，５２９

在宅型総合福祉施設電気設備保

守委託 
平成３０年度～平成３１年度 １４３

在宅型総合福祉施設浄化槽保守

委託 
平成３０年度～平成３１年度 ２３４

かもめ保育園電気設備保守委託 平成３０年度～平成３１年度 １８６

農業経営基盤安定対策（農業機

械等導入助成） 
平成３０年度～平成３１年度 ２，５００

水堀排水機場電気設備保守委託 平成３０年度～平成３１年度 １１０

道の駅浄化槽保守委託 平成３０年度～平成３１年度 １５９

道の駅観光案内等業務委託 平成３０年度～平成３１年度 ４，０３１

江差町住宅リフォームプレミア

ム商品券発行事業 
平成３０年度～平成３１年度 １２，４６０
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事    項 期    間 限 度 額 

町営住宅浄化槽保守委託 平成３０年度～平成３１年度 ２２１

円山第４団地エレベーター保守

委託 
平成３０年度～平成３１年度 ４０７

スクールバス運行委託（小学校） 平成３０年度～平成３１年度 １２，５００

スクールバス運行委託（中学校） 平成３０年度～平成３１年度 １２，５００

町立小学校電気設備保守委託 平成３０年度～平成３１年度 ５９８

町立小学校浄化槽保守委託 平成３０年度～平成３１年度 ９６５

町立中学校電気設備保守委託 平成３０年度～平成３１年度 １８８

江差中学校エレベーター保守委

託 
平成３０年度～平成３１年度 ６０２

運動公園電気設備保守委託 平成３０年度～平成３１年度 ２０７

江差町漁船等上架施設指定管理

委託 
平成３０年度～平成３４年度 １９，３６２

江差町漁村センター指定管理委

託 
平成３０年度～平成３４年度 ４，５４８

江差町歴史的まちなみ交流会館

壱番蔵指定管理委託 
平成３０年度～平成３４年度 １，６８０

江差追分会館・江差山車会館指

定管理委託 
平成３０年度～平成３５年度 １５２，１４６

江差町文化会館指定管理委託 平成３０年度～平成３５年度 １６２，０４８
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（変更） 単位：千円

限度額 起債の方法 利率 償還の方法

第４表　地方債補正

変
更
前

変
更
後

江差町農地流
動化促進補助

起債の目的

4,300

借入先の貸付条件による。
ただし、財政上の都合によ
り償還年限を短縮し、また
は低利に借り換えることが
できる。

2,700 同　上 同　上 同　上

証書借入

5.0％以内
（ただし、利率見直し
方式で借り入れる資金
について、利率の見直
しを行った後において
は、当該見直し後の利
率）

借入先の貸付条件による。
ただし、財政上の都合によ
り償還年限を短縮し、また
は低利に借り換えることが
できる。

変
更
後

22,100 同　上 同　上 同　上

変
更
前
町道南ヶ丘団
地22号通り及
び町道砂川4
号通り道路改
良工事

34,000 証書借入

5.0％以内
（ただし、利率見直し
方式で借り入れる資金
について、利率の見直
しを行った後において
は、当該見直し後の利
率）
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（１）総括

歳入歳出補正予算事項別明細書

（歳入）
単位：千円

款 　 　 計 　 　　 補 正 額 　補 正 前 の 額

歳 入 合 計

　９

１２

１３

１５

１６

１８

１９

地 方 交 付 税

国 庫 支 出 金

道 支 出 金

寄 附 金

繰 入 金

諸 収 入

町 債

2,334,198

550,790

334,274

74,401

429,333

159,531

497,200

5,613,115

△8,493

△18,941

4,587

100

40,538

△20,620

△13,500

△16,329

2,325,705

531,849

338,861

74,501

469,871

138,911

483,700

5,596,786
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（歳出）

款

地 方 債 そ の 他

特 定 財 源

単位：千円

国道支出金

歳 出 合 計

　　計　　補正前の額 補 正 額

 2

 3

 4

 6

 7

 8

10

総 務 費

民 生 費

衛 生 費

農 林 水 産 業 費

商 工 費

土 木 費

教 育 費

996,041

1,431,591

449,994

210,815

260,101

765,267

480,668

5,613,115

50,978

7,048

△18,703

△2,870

△20,840

△32,042

100

△16,329

1,047,019

1,438,639

431,291

207,945

239,261

733,225

480,768

5,596,786

△285

6,725

△1,085

△19,709

△14,354

△1,600

△11,900

△13,500

49,800

△800

△8,650

△20,420

△12

100

20,018

1,463

1,123

△8,968

△1,270

△420

△421

△8,493

補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳

一般財源
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目

款

項

（２）歳入

補 正 前 の 額 補 正 額     計     

 9 地方交付税 2,334,198 △8,493 2,325,705

  1 地方交付税 2,334,198 △8,493 2,325,705

   1 地方交付税 2,334,198 △8,493 2,325,705

12 国庫支出金 550,790 △18,941 531,849

  2 国庫補助金 216,471 △18,941 197,530

   1 総務費国庫補助金 18,572 △285 18,287

   2 民生費国庫補助金 5,358 1,053 6,411

   5 土木費国庫補助金 167,197 △19,709 147,488

13 道支出金 334,274 4,587 338,861

  1 道負担金 213,780 △285 213,495

   2 衛生費道費負担金 472 △285 187

  2 道補助金 103,405 4,872 108,277

   1 民生費道費補助金 43,194 5,672 48,866

   2 衛生費道費補助金 5,929 △800 5,129

15 寄附金 74,401 100 74,501

  1 寄附金 74,401 100 74,501

   1 寄附金 74,401 100 74,501

16 繰入金 429,333 40,538 469,871

  2 基金繰入金 427,715 40,538 468,253

   3 過疎地域自立促進基金繰入金 42,200 △3,000 39,200

   4 ふるさと応援基金繰入金 105,240 △5,050 100,190

   5 旧江差線（木古内・江差間）鉄 4,635 △12 4,623
     道施設等整理基金繰入金      

   7 子育て応援基金繰入金 9,400 △1,200 8,200

  11 土地開発基金繰入金 0 49,800 49,800
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金 額区 分

説 明

節

単位：千円

 1 地 方 交 付 税 △8,493 普通交付税                                  

 2 地 方 創 生 推 進 交 付 金 △285 地方創生交付金                              
　バリアフリーレジャー                      

 1 社 会 福 祉 費 補 助 金 1,053 プレミアム付き商品券事業補助                

 1 道 路 橋 梁 費 補 助 金 △18,670 社会資本整備総合交付金                      
　南ヶ丘団地22号通り及び砂川4号通り道路改良 

 2 都 市 計 画 費 補 助 金 △1,039 集約都市形成支援事業費補助                  

 1 保 健 衛 生 費 負 担 金 △285 予防接種健康被害救済                        

 1 社 会 福 祉 費 補 助 金 5,672 介護サービス利用者負担軽減事業補助金        

 1 保 健 衛 生 費 補 助 金 △800 乳幼児医療給付                              

 1 寄 附 金 100 指定寄附金（図書館）                        

 1 過疎地域自立促進基金繰入金 △3,000 道立江差病院医師確保対策                    

 1 ふ る さ と 応 援 基 金 繰 入 金 △5,050 看護師等育成確保対策　　　　　　　　 △4,800
インフルエンザ予防接種支援　　　　　　 △250

 1 旧江差線（木古内・江差間）鉄道 △12 南ヶ丘団地22号通り及び町道砂川4号通り道路改 
施設等整理基金繰入金          良                                          

 1 子 育 て 応 援 基 金 繰 入 金 △1,200 「子育て応援券」交付　　　　　　　　　△800 
不妊治療費助成等　　　　　　　　　　  △400 

 1 土 地 開 発 基 金 繰 入 金 49,800 基金廃止（財政調整基金積立）                
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目

款

項 補 正 前 の 額 補 正 額     計     

18 諸収入 159,531 △20,620 138,911

  3 貸付金元利収入 111,111 △20,000 91,111

   1 貸付金元利収入 111,111 △20,000 91,111

  4 交付金 7,882 △420 7,462

   4 商工費交付金 1,920 △420 1,500

  6 雑入 33,616 △200 33,416

   1 雑入 33,616 △200 33,416

19 町債 497,200 △13,500 483,700

  1 町債 497,200 △13,500 483,700

   2 農林水産業債 23,500 △1,600 21,900

   3 土木債 237,700 △11,900 225,800

     歳     入     合     計 5,613,115 △16,329 5,596,786
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金 額区 分

説 明

節

単位：千円

 4 商 工 費 貸 付 金 償 還 金 △20,000 江差観光まちづくり協議会事業資金貸付金      
　日本遺産地域活性化推進事業        △15,000
　ぷらっと江差運営事業資金貸付       △5,000

 1 商 工 費 交 付 金 △420 いきいきふるさと推進補助                    

 2 雑 入 △200 がん検診自己負担金                          

 1 農 業 債 △1,600 農地流動化促進補助                          

 1 道 路 橋 梁 事 業 債 △11,900 町道南ヶ丘団地22号通り及び砂川4号通り道路改 
良                                          

43



地 方 債 そ の 他

特 定 財 源
一般財源

目

款

項

（３）歳出

国道支出金

補正前の額 補 正 額     計    

補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳

 2 総務費 996,041 50,978 1,047,019 △285 49,800 1,463

  1 総務管理費 931,045 50,978 982,023 △285 49,800 1,463

   1 一般管理費 566,249 51,386 617,635 49,800 1,586

   6 企画費 229,878 △570 229,308 △285 △285

  10 諸費 16,272 162 16,434 162

 3 民生費 1,431,591 7,048 1,438,639 6,725 △800 1,123

  1 社会福祉費 1,217,971 8,670 1,226,641 6,725 1,945

   1 社会福祉総務 121,370 1,053 122,423 1,053
     費           

   3 老人福祉費 389,772 7,617 397,389 5,672 1,945

  2 児童福祉費 213,620 △1,622 211,998 △800 △822

   1 児童福祉総務 96,892 △122 96,770 △800 678
     費           

   3 常設保育所費 115,538 △1,500 114,038 △1,500

 4 衛生費 449,994 △18,703 431,291 △1,085 △8,650 △8,968

  1 保健衛生費 449,994 △18,703 431,291 △1,085 △8,650 △8,968

   1 保健衛生総務 364,041 △7,800 356,241 △7,800
     費           

   2 予防費 71,130 △10,903 60,227 △1,085 △850 △8,968
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金 額区 分

説 明

節

単位：千円

19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 1,586 地域振興短期派遣負担金                      
　　　　　　　　　　（北海道職員派遣負担金）

25 積 立 金 49,800 財政調整基金積立                            

19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 △570 開陽丸青少年センター補助                    
　介助スタッフ配置事業補助                  

23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料 162 平成２９年度子ども・子育て支援交付金返還    

 3 職 員 手 当 等 90 時間外勤務手当                              

 4 共 済 費 44 社会保険料                                  

 7 賃 金 294 臨時事務職員                                

 9 旅 費 174 職員旅費                                    

11 需 用 費 205 消耗品費                                 145
印刷製本費                                60

12 役 務 費 246 通信運搬費                                  
　郵便料・送料                              

19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 7,563 社会福祉法人が行う介護サービス利用者負担額軽
減事業補助                                  

28 繰 出 金 54 後期高齢者医療特別会計繰出金                

19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 △122 子ども発達支援センター負担金           　678
子育て応援・乳幼児おむつ等費用助成　　 △800

 7 賃 金 △1,500 臨時保育士                                  

21 貸 付 金 △7,800 看護師等養成学校等修学資金貸付       △4,800
道立江差病院医師研究資金貸付         △3,000

11 需 用 費 △322 医薬材料費                                  

13 委 託 料 △7,268 がん検診委託料                       △1,500
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地 方 債 そ の 他

特 定 財 源
一般財源

目

款

項

国道支出金

補正前の額 補 正 額     計    

補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳

 6 農林水産業費 210,815 △2,870 207,945 △1,600 △1,270

  1 農業費 137,196 △2,870 134,326 △1,600 △1,270

   2 農業振興費 18,770 △1,270 17,500 △1,270

   4 農地費 96,344 △1,600 94,744 △1,600

 7 商工費 260,101 △20,840 239,261 △20,420 △420

  1 商工費 260,101 △20,840 239,261 △20,420 △420

   3 観光費 97,402 △20,000 77,402 △20,000

   5 追分振興費 15,096 △840 14,256 △420 △420

 8 土木費 765,267 △32,042 733,225 △19,709 △11,900 △12 △421

  2 道路橋梁費 334,816 △30,582 304,234 △18,670 △11,900 △12

   1 道路新設改良 153,737 △30,582 123,155 △18,670 △11,900 △12
     費           

  5 都市計画費 193,424 △1,460 191,964 △1,039 △421
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金 額区 分

説 明

節

単位：千円

インフルエンザ予防接種委託（高齢者）   △530
高齢者肺炎球菌予防接種委託             △460
定期予防接種委託                     △3,390
妊婦健診委託                         △1,128
インフルエンザ予防接種委託（13歳未満） △260

19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 △1,313 不妊治療費助成                              

20 扶 助 費 △2,000 子ども医療費給付                     △1,600
予防接種健康被害救済                   △400

19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 △1,270 アスパラ等栽培施設整備補助             △500
土づくり支援事業補助                   △500
産地育成推進事業補助                   △150
施設園芸作物支援事業補助               △120

19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 △1,600 江差町農地流動化促進補助                    

21 貸 付 金 △20,000 ぷらっと江差運営事業資金貸付金       △5,000
江差町観光まちづくり協議会事業資金貸付金    
                                    △15,000

 8 報 償 費 △305 追分派遣謝礼                           △160
出演者招聘謝礼                         △145

 9 旅 費 △507 職員旅費                               △ 61
嘱託旅費                               △446

12 役 務 費 △15 チラシ折込手数料                            

14 使 用 料 及 び 賃 借 料 △13 車両借上料                                  

15 工 事 請 負 費 △27,759 町道南ヶ丘団地22号通り道路改良工事  △17,759
町道砂川4号通り道路改良工事         △10,000

17 公 有 財 産 購 入 費 △626 町道南ヶ丘団地22号通り用地取得              

22 補 償 補 填 及 び 賠 償 金 △2,197 町道南ヶ丘団地22号通り用地取得解体費・移転補
償                                          
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地 方 債 そ の 他

特 定 財 源
一般財源

目

款

項

国道支出金

補正前の額 補 正 額     計    

補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳

   1 都市計画総務 9,540 △1,460 8,080 △1,039 △421
     費           

10 教育費 480,668 100 480,768 100

  5 社会教育費 75,906 100 76,006 100

   2 図書館費 10,796 100 10,896 100

　歳　出　合　計　 5,613,115 △16,329 5,596,786 △14,354 △13,500 20,018 △8,493
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金 額区 分

説 明

節

単位：千円

13 委 託 料 △1,460 都市計画マスタープラン及び立地適正化計画策定
支援業務委託                                

18 備 品 購 入 費 100 図書資料整備                                
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（４）給与費明細書

１．特別職

期末手当

（千円）

年間支給率

（人） （千円） （千円） （月分） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

7,779

4.45

5,728

2.60

7,779

4.45

5,728

2.60

２．一般職

（１）総括

報 酬 給 料 職員手当 計

（人） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

93 325,834 256,430 582,264 108,656 690,920

90 90 90

93 325,834 256,520 582,354 108,656 691,010

扶養手当 寒冷地手当 期末手当 勤勉手当 管理職手当 時間外手当 通勤手当 住居手当 児童手当

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

10,906 7,393 75,311 53,590 10,406 22,227 1,773 6,858 6,500

90

10,906 7,393 75,311 53,590 10,406 22,317 1,773 6,858 6,500

宿直手当
特殊勤務
手当

管理職特別
勤務手当

退職手当
組合負担金

（千円） （千円） （千円） （千円）

634 50 60,782

634 0 50 60,782

10,082 42,246

7,892

合　計

7,892

備　　考

103,802

5,919 42,857

18,699

16,001

共済費 合　計

7,892 42,857

32,164 10,082 42,246

計

給 与 費

職

員

手

当

の

内

訳

補 正 前

補 正 額

補 正 後

補 正 前

補 正 額

補 正 後

補 正 前

補 正 額

補 正 後

区分

区 分

給 与 費
職員数 共済費

議 員 12 26,436

291 87,801計 272 45,135 20,976

32,164

18,699
その他の特
別 職

257 18,699

補

正

後

長 等 3 20,976

13,507

その他の特
別 職

291 36,938

補

正

額
計

議 員

長 等

計

補

正

前
272

18,699

45,135 20,976 291 87,801 16,001 103,80213,507 7,892

3 20,976 291

26,436

18,699

区 分
職 員 数

区 分 備　　　考

給　料 地域手当
寒冷地
手当

その他
の手当

議 員

その他の特
別 職

36,938 5,919

報　酬

12

257 18,699

長 等
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（２）給料及び職員手当の増減額の明細

増減額

（千円）

90 プレミアム付き商品券

事業時間外手当

給 料

職 員 手 当

区　分

0

90

説　　　明

給 与 改 定 に
伴 う 増 減 分

（千円）
備　　　　考

そ の 他 の
増 減 分

増減事由別内訳

そ の 他 の
増 減 分

制 度 改 正 に
伴 う 増 減 分

昇 給 に 伴 う
増 減 分
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期 間 金 額 期 間 金 額
国 道
支 出 金

地 方 債 そ の 他

平成30

～

31

平成30

～

31

平成30

～

31

平成30

～

31

平成30

～

31

平成30

～

31

平成30

～

31

平成30

～

31

平成30

～

31

平成30

～

31

平成30

～

31

平成30

～

31

平成30

～

31

平成30

～

31

平成30

～

31

平成30

～

31

平成30

～

31

平成30

～

31

平成30

～

31

スクールバス運行委
託（中学校） 12,500 12,500 12,500

道の駅浄化槽保守

159 159 159

スクールバス運行委
託（小学校） 12,500 12,500 12,500

町営住宅浄化槽保守
委託 221 221 221

事前予約制乗合タク
シー運行委託 484 484 484

老人福祉センター電
気設備保守委託 155 155 155

（５）債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての、前年度末までの支出額又は支出額の
　　　見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書の

事項 限度額

前年度末までの
支出（見込）額

当該年度以降の
支出予定額

左の財源内訳

特定財源
一般財源

広報印刷製本

3,417 3,417 228 3,189

単位：千円

役場庁舎電気設備保
守委託 360 360 360

役場庁舎エレベー
ター保守委託 650 650 650

老人福祉センター浄
化槽保守委託 212 212 212

水堀排水機場電気設
備保守委託 110 110 110

在宅型総合福祉施設
電気設備保守委託 143 143 143

在宅型総合福祉施設
浄化槽保守委託 234 234 234

円山第４団地エレ
ベーター保守委託 407 407 407

福祉バス運行委託

2,529 2,529 2,529

道の駅観光案内等業
務委託 4,031 4,031 4,031

かもめ保育園電気設
備保守委託 186 186 186

農業経営基盤安定対
策（農業機械等導入
助成）

2,500 2,500 2,500

12,460

江差町住宅リフォー
ムプレミアム商品券
発行事業

12,460 12,000 460
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期 間 金 額 期 間 金 額
国 道
支 出 金

地 方 債 そ の 他

事項 限度額

前年度末までの
支出（見込）額

当該年度以降の
支出予定額

左の財源内訳

特定財源
一般財源

単位：千円

平成30

～

31

平成30

～

31

平成30

～

31

平成30

～

31

平成30

～

31

平成30

～

34

平成30

～

34

平成30

～

34

平成30

～

35

平成30

～

35

江差町漁船等上架施
設指定管理委託 19,362 19,362 19,362

町立小学校電気設備
保守委託 598 598 598

運動公園電気設備保
守委託 207 207 207

江差追分会館・江差
山車会館指定管理委
託

152,146 152,146 23,260 128,886

町立中学校電気設備
保守委託 188 188 188

江差町漁村センター
指定管理委託 4,548 4,548 4,548

江差町文化会館指定
管理委託 162,048 162,048 5,000 157,048

江差中学校エレベー
ター保守委託 602 602 602

江差歴史的まちなみ
交流会館壱番蔵指定
管理委託

1,680 1,680 1,680

町立小学校浄化槽保
守委託 965 965 965

53



（６）地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の

　　　見込に関する調書

単位：千円

１ 普 通 債 2,058,956 2,136,461 174,200 260,146 2,050,515

(4) 土 木 債 59,934 167,342 80,000 12,714 234,628

４ そ の 他 3,677,433 3,555,615 293,000 363,028 3,485,587

(1) 過疎対策事業債 624,300 630,017 92,000 65,069

(4) 財源対策債等 448,802 384,212 34,800 74,333 344,679

補正前の額 5,957,119 5,901,288 497,200 664,931 5,733,557

補正額 ▲ 13,500 ▲ 13,500

補正後の額 5,957,119 5,901,288 483,700 664,931 5,720,057

当該年度末
現在高見込額

前年度末
現在高見込額

前々年度末
現在高

区　　分

合計

当該年度中増減見込額

当該年度中
起債見込額

当該年度中
償還見込額
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議案第２号 

 

平成３０年度江差町国民健康保険費特別会計補正予算（第４号）について 

 

平成３０年度江差町国民健康保険費特別会計補正予算（第４号）は、次に定めると

ころによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に、それぞれ１８，０６５千円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ９３６，９１３千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分毎の金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

 

平成３１年３月１２日提出 

 

 

江差町長 照 井 誉之介 

 

 

提案理由 

平成３０年度江差町国民健康保険費特別会計補正予算の調整後に生じた事由に基

づいて、既定の予算に追加をする必要が生じたことによる。 
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（単位：千円）

款 目 国庫支出金 道支出金 地方債 その他特定財源 一般財源

保健事業
費

保健事業
費

各種健診・予防接種助
成

▲ 900 ▲ 900

保健事業
費

特定健康
診査等事
業費

特定健康診査等委託 ▲ 900 ▲ 900

諸支出金
償還金及び
還付加算
金

平成29年度特定健診
及び療養給付費等負
担金返還

19,865 19,865

18,065 ▲ 1,800 19,865計

平成３０年度　国民健康保険費特別会計補正予算構成表

科目
事業名 補正額

財源内訳
備考
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歳  入

第１表　歳入歳出予算補正
単位：千円

款 項 補正前の額 補 正 額 　　計　　

歳 入 合 計

 4道 支 出 金 664,480 △1,800 662,680

 1道 負 担 金 664,480 △1,800 662,680

 6繰 入 金 104,247 1,418 105,665

 2基 金 繰 入 金 0 1,418 1,418

 7繰 越 金 4,052 18,447 22,499

 1繰 越 金 4,052 18,447 22,499

918,848 18,065 936,913
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歳  出 単位：千円

款 項 補正前の額 補 正 額 　　計　　

歳 出 合 計

 5保 健 事 業 費 14,621 △1,800 12,821

 1保 健 事 業 費 8,347 △900 7,447

 2特定健康診査等事業費 6,274 △900 5,374

 8諸 支 出 金 5,102 19,865 24,967

 1償還金及び還付加算金 5,102 19,865 24,967

918,848 18,065 936,913
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（１）総括

歳入歳出補正予算事項別明細書

（歳入）
単位：千円

款 　 　 計 　 　　 補 正 額 　補 正 前 の 額

歳 入 合 計

　４

　６

　７

道 支 出 金

繰 入 金

繰 越 金

664,480

104,247

4,052

918,848

△1,800

1,418

18,447

18,065

662,680

105,665

22,499

936,913
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（歳出）

款

地 方 債 そ の 他

特 定 財 源

単位：千円

国道支出金

歳 出 合 計

　　計　　補正前の額 補 正 額

 5

 8

保 健 事 業 費

諸 支 出 金

14,621

5,102

918,848

△1,800

19,865

18,065

12,821

24,967

936,913

△1,800

△1,800 0 0

19,865

19,865

補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳

一般財源
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目

款

項

（２）歳入

補 正 前 の 額 補 正 額     計     

 4 道支出金 664,480 △1,800 662,680

  1 道負担金 664,480 △1,800 662,680

   1 保険給付費等交付金 664,480 △1,800 662,680

 6 繰入金 104,247 1,418 105,665

  2 基金繰入金 0 1,418 1,418

   1 基金繰入金 0 1,418 1,418

 7 繰越金 4,052 18,447 22,499

  1 繰越金 4,052 18,447 22,499

   1 繰越金 4,052 18,447 22,499

     歳     入     合     計 918,848 18,065 936,913
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金 額区 分

説 明

節

単位：千円

 2 保険給付費等交付金（特別交付金 △1,800 都道府県繰入金（２号分）             △1,674
）                            特定健康診査等負担金                   △126

 1 財 政 調 整 基 金 繰 入 金 1,418 財政調整基金繰入金                          

 1 前 年 度 繰 越 金 18,447 前年度繰越金                                
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地 方 債 そ の 他

特 定 財 源
一般財源

目

款

項

（３）歳出

国道支出金

補正前の額 補 正 額     計    

補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳

 5 保健事業費 14,621 △1,800 12,821 △1,800

  1 保健事業費 8,347 △900 7,447 △900

   1 保健事業費 8,347 △900 7,447 △900

  2 特定健康診査等 6,274 △900 5,374 △900
    事業費        

   1 特定健康診査 6,274 △900 5,374 △900
     等事業費     

 8 諸支出金 5,102 19,865 24,967 19,865

  1 償還金及び還付 5,102 19,865 24,967 19,865
    加算金        

   1 償還金及び還 5,102 19,865 24,967 19,865
     付加算金     

　歳　出　合　計　 918,848 18,065 936,913 △1,800 0 0 19,865
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金 額区 分

説 明

節

単位：千円

19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 △900 各種検診助成                             200
インフルエンザ予防接種助成               400
高齢者肺炎球菌予防接種助成               300

13 委 託 料 △900 特定健康診査受診料他                        

23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料 19,865 平成29年度療養給付費等負担金返還      19,669
平成29年度特定健診国庫負担金返還          98
平成29年度特定健診道費負担金返還          98
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議案第３号 

 

平成３０年度江差町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）について 

 

平成３０年度江差町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）は、次に定めると

ころによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に、それぞれ９９９千円を追加し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ１２０，５００千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分毎の金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

 

平成３１年３月１２日提出 

 

 

江差町長 照 井 誉之介 

 

提案理由 

平成３０年度江差町後期高齢者医療特別会計予算の調整後に生じた事由に基づい

て、既定の予算に追加をする必要が生じたことによる。 
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（単位：千円）

款 目 国庫支出金 道支出金 地方債 その他特定財源 一般財源

後期高齢者
医療広域連
合納付金

後期高齢者
医療広域連
合納付金

後期高齢者医療広
域連合負担金

999 999

999 999計

平成３０年度　後期高齢者医療特別会計補正予算構成表

科目
事業名 補正額

財源内訳
備考
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歳  入

第１表　歳入歳出予算補正
単位：千円

款 項 補正前の額 補 正 額 　　計　　

歳 入 合 計

 1後期高齢者医療保険料 72,368 945 73,313

 1後期高齢者医療保険料 72,368 945 73,313

 3繰 入 金 46,086 54 46,140

 1一 般 会 計 繰 入 金 46,086 54 46,140

119,501 999 120,500
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歳  出 単位：千円

款 項 補正前の額 補 正 額 　　計　　

歳 出 合 計

 2後期高齢者医療広域連合納 115,557 999 116,556

付金                     1後期高齢者医療広域連合納 115,557 999 116,556

付金                    

119,501 999 120,500
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（１）総括

歳入歳出補正予算事項別明細書

（歳入）
単位：千円

款 　 　 計 　 　　 補 正 額 　補 正 前 の 額

歳 入 合 計

　１

　３

後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料

繰 入 金

72,368

46,086

119,501

945

54

999

73,313

46,140

120,500
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（歳出）

款

地 方 債 そ の 他

特 定 財 源

単位：千円

国道支出金

歳 出 合 計

　　計　　補正前の額 補 正 額

 2後期高齢者医療広

域連合納付金    

115,557

119,501

999

999

116,556

120,500 0 0

999

999 0

補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳

一般財源
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目

款

項

（２）歳入

補 正 前 の 額 補 正 額     計     

 1 後期高齢者医療保険料 72,368 945 73,313

  1 後期高齢者医療保険料 72,368 945 73,313

   1 特別徴収保険料 47,602 945 48,547

 3 繰入金 46,086 54 46,140

  1 一般会計繰入金 46,086 54 46,140

   1 事務費繰入金 8,183 △460 7,723

   2 保険基盤安定繰入金 37,903 514 38,417

     歳     入     合     計 119,501 999 120,500
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金 額区 分

説 明

節

単位：千円

 1 現 年 度 分 945 現年度分                                    

 1 事 務 費 繰 入 金 △460 事務費繰入金                                

 1 保 険 基 盤 安 定 繰 入 金 514 保険基盤安定繰入金                          
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地 方 債 そ の 他

特 定 財 源
一般財源

目

款

項

（３）歳出

国道支出金

補正前の額 補 正 額     計    

補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳

 2 後期高齢者医療 115,557 999 116,556 999
   広域連合納付金 

  1 後期高齢者医療 115,557 999 116,556 999
    広域連合納付金

   1 後期高齢者医 115,557 999 116,556 999
     療広域連合納
     付金         

　歳　出　合　計　 119,501 999 120,500 0 0 999 0
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金 額区 分

説 明

節

単位：千円

19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 999 後期高齢者医療保険料現年度分             945
広域連合事務費負担金                   △460
保険基盤安定分                           514
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議案第４号 

 

平成３０年度江差町公共下水道事業特別会計補正予算（第４号）について 

 

平成３０年度江差町公共下水道事業特別会計補正予算（第４号）は、次に定めると

ころによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から、それぞれ８，１１５千円を減額し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ２８５，９９９千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分毎の金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（債務負担行為の補正） 

第２条 債務負担行為の追加は、「第２表 債務負担行為補正」による。 

（地方債の補正） 

第３条 地方債の変更は、「第３表 地方債補正」による。 

 

 

 

 

平成３１年３月１２日提出 

 

 

江差町長 照 井 誉之介 

 

提案理由 

平成３０年度江差町公共下水道事業特別会計補正予算の調整後に生じた事由に基

づいて、既定の予算を減額する必要が生じたことによる。 
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（単位：千円）

款 目 国庫支出金 道支出金 地方債 その他特定財源 一般財源

公共下水道
費

下水道管理
センター管
理費

下水道管理セン
ター維持管理委託

▲ 719 ▲ 359 ▲ 360

公共下水道
費

下水道管理
センター管
理費

下水道管理セン
ター電気・機械設備
整備

▲ 442 ▲ 188 ▲ 254

公共下水道
費

下水道管理
センター管
理費

下水道管理セン
ター外長寿命化計
画策定

▲ 1,954 ▲ 977 ▲ 415 ▲ 562

公共下水道
費

公共下水道
施設費

公共下水道整備 ▲ 5,000 ▲ 2,500 ▲ 2,500

▲ 8,115 ▲ 3,477 ▲ 2,500 ▲ 962 ▲ 1,176計

平成３０年度　公共下水道事業特別会計補正予算構成表

科目
事業名 補正額

財源内訳
備考

81



歳  入

第１表　歳入歳出予算補正
単位：千円

款 項 補正前の額 補 正 額 　　計　　

歳 入 合 計

 1分 担 金 及 び 負 担 金 26,587 △962 25,625

 1負 担 金 26,587 △962 25,625

 2使 用 料 及 び 手 数 料 39,422 △1,176 38,246

 1使 用 料 39,400 △1,176 38,224

 3国 庫 支 出 金 17,500 △3,477 14,023

 1国 庫 補 助 金 17,500 △3,477 14,023

 5町 債 32,600 △2,500 30,100

 1町 債 32,600 △2,500 30,100

294,114 △8,115 285,999
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歳  出 単位：千円

款 項 補正前の額 補 正 額 　　計　　

歳 出 合 計

 1公 共 下 水 道 費 121,793 △8,115 113,678

 2施 設 管 理 費 76,598 △3,115 73,483

 3事 業 費 26,648 △5,000 21,648

294,114 △8,115 285,999
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第２表 債務負担行為補正 

 

 

 単位：千円 

事    項 期    間 限 度 額 

五勝手中継ポンプ場自家用電気工

作物保安管理委託 
平成３０年度～平成３１年度 ２６０

江差・上ノ国下水道管理センター

自家用電気工作物保安管理委託 
平成３０年度～平成３１年度 ３８０

江差・上ノ国下水道管理センター

産業廃棄物（下水汚泥）収集運搬・

処理委託 

平成３０年度～平成３１年度 ７，７９４
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（変更） 単位：千円

限度額 起債の方法 利率 償還の方法

第３表　地方債補正

変
更
前

変
更
後

公共下水道整
備

起債の目的

12,500

借入先の貸付条件による。
ただし、財政上の都合によ
り償還年限を短縮し、また
は低利に借り換えることが
できる。

10,000 同　上 同　上 同　上

証書借入

5.0％以内
（ただし、利率見直し
方式で借り入れる資金
について、利率の見直
しを行った後において
は、当該見直し後の利
率）
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（１）総括

歳入歳出補正予算事項別明細書

（歳入）
単位：千円

款 　 　 計 　 　　 補 正 額 　補 正 前 の 額

歳 入 合 計

　１

　２

　３

　５

分 担 金 及 び 負 担 金

使 用 料 及 び 手 数 料

国 庫 支 出 金

町 債

26,587

39,422

17,500

32,600

294,114

△962

△1,176

△3,477

△2,500

△8,115

25,625

38,246

14,023

30,100

285,999
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（歳出）

款

地 方 債 そ の 他

特 定 財 源

単位：千円

国道支出金

歳 出 合 計

　　計　　補正前の額 補 正 額

 1公 共 下 水 道 費 121,793

294,114

△8,115

△8,115

113,678

285,999

△3,477

△3,477

△2,500

△2,500

△962

△962

△1,176

△1,176

補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳

一般財源
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目

款

項

（２）歳入

補 正 前 の 額 補 正 額     計     

 1 分担金及び負担金 26,587 △962 25,625

  1 負担金 26,587 △962 25,625

   1 公共下水道費負担金 25,927 △962 24,965

 2 使用料及び手数料 39,422 △1,176 38,246

  1 使用料 39,400 △1,176 38,224

   1 下水道使用料 39,400 △1,176 38,224

 3 国庫支出金 17,500 △3,477 14,023

  1 国庫補助金 17,500 △3,477 14,023

   1 公共下水道費補助金 17,500 △3,477 14,023

 5 町債 32,600 △2,500 30,100

  1 町債 32,600 △2,500 30,100

   1 下水道事業債 12,500 △2,500 10,000

     歳     入     合     計 294,114 △8,115 285,999
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金 額区 分

説 明

節

単位：千円

 1 公 共 下 水 道 費 負 担 金 △962 上ノ国町負担金                              

 1 下 水 道 使 用 料 △1,176 下水道使用料                                

 1 公 共 下 水 道 費 補 助 金 △3,477 社会資本整備総合交付金                      
　ストックマネジメント計画策定　　　　 △977
　公共下水道整備　　　　　　　　　　 △2,500

 1 下 水 道 事 業 債 △2,500 下水道事業債                                
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地 方 債 そ の 他

特 定 財 源
一般財源

目

款

項

（３）歳出

国道支出金

補正前の額 補 正 額     計    

補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳

 1 公共下水道費 121,793 △8,115 113,678 △3,477 △2,500 △962 △1,176

  2 施設管理費 76,598 △3,115 73,483 △977 △962 △1,176

   2 下水道管理セ 60,557 △3,115 57,442 △977 △962 △1,176
     ンター管理費 

  3 事業費 26,648 △5,000 21,648 △2,500 △2,500

   1 公共下水道施 26,648 △5,000 21,648 △2,500 △2,500
     設費         

　歳　出　合　計　 294,114 △8,115 285,999 △3,477 △2,500 △962 △1,176
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金 額区 分

説 明

節

単位：千円

13 委 託 料 △3,115 下水道管理センター維持管理委託         △719
下水道管理センター電気・機械設備整備   △442
下水道管理センター外長寿命化計画策定 △1,954

15 工 事 請 負 費 △5,000 江差1号枝線汚水管渠新設工事                 
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単位：千円

期 間 金 額 期 間 金 額
国 道
支 出 金

地 方 債 そ の 他

平成30

260 － ～ 260 260

31

平成30

380 － ～ 380 161 219

31

平成30

7,794 － ～ 7,794 3,897 3,897

31

江差・上ノ国下水道
管理センター電気設
備保守委託

江差・上ノ国下水道
管理センター汚泥処
理委託

五勝手中継ポンプ場
電気設備保守委託

（４）債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての、前年度末までの支出額又は支出額の
　　　見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書の

事項 限度額

前年度末までの
支出（見込）額

当該年度以降の
支出予定額

左の財源内訳

特定財源

一般財源
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（５）地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の

　　　見込に関する調書

単位：千円

1,322,583 1,258,701 10,000 79,918 1,188,783

補正前の額 1,948,513 1,842,415 32,600 148,814 1,726,201

補正額 ▲ 2,500 ▲ 2,500

補正後の額 1,948,513 1,842,415 30,100 148,814 1,723,701

当該年度末
現在高見込額

前年度末
現在高見込額

前々年度末
現在高

区　　分

合計

当該年度中増減見込額

当該年度中
起債見込額

当該年度中
償還見込額

下水道事業債
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議案第５号 

 

   平成３０年度江差町水道事業会計補正予算（第１号）について 

 

（総則） 

第１条 平成３０年度江差町水道事業会計補正予算（第１号）は、次に定めるとこ

ろによる。 

（債務負担行為） 

第２条 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第２４条の規定により、債

務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第１表 債務負

担行為補正」による。 

 

 

   平成３１年３月１２日提出 

 

江差町長 照 井 誉之介 

 

提案理由 

 平成３１年度から委託する各種業務について、平成３０年度中に契約する必要が

あることによる。 
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第１表 債務負担行為補正 

 

単位：千円 

事     項 期     間 限  度  額 

水道メータ検針及び開閉

栓委託業務 

平成３０年度～ 

平成３１年度 
４，４１５ 

電気工作物保安管理委託

業務 

平成３０年度～ 

平成３１年度 
  ４０５ 
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議案第１５号 

 

   江差町財政調整基金の処分について 

 

 平成３１年度江差町一般会計の財源不足を補填するため、江差町財政調整基金の

設置、管理及び処分に関する条例第６条の規定により、財政調整基金を次のとおり

処分するものとする。 

 

 

１ 処分する額   ３１０，０００，０００円 

 

２ 処分する時期  平成３１年度中 

 

 

   平成３１年３月１２日提出 

 

江差町長 照 井 誉之介 
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議案第１６号 

 

江差町土地開発基金条例を廃止する条例の制定について 

 

江差町土地開発基金条例を廃止する条例を、次のように定める。   
平成３１年３月１２日提出   

江差町長 照 井 誉之介    
提案理由 

公共事業に係る土地の先行取得の必要性が薄れ、今後の活用も見込まれないこと

から、江差町土地開発基金を廃止するため。    
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江差町土地開発基金条例を廃止する条例 

 

江差町土地開発基金条例（昭和４９年条例第１号）は、廃止する。 

 

附 則 

この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 
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議案第１７号 

 

国営厚沢部川土地改良事業促進基金の設置、管理及び処分に関する条例 

を廃止する条例の制定について 

 

国営厚沢部川土地改良事業促進基金の設置、管理及び処分に関する条例を廃止す

る条例を、次のように定める。   
平成３１年３月１２日提出   

江差町長 照 井 誉之介    
提案理由 

国営厚沢部川土地改良事業の受益者負担金が終了したことから、国営厚沢部川土

地改良事業促進基金を廃止するため。 
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国営厚沢部川土地改良事業促進基金の設置、管理及び処分に関する条例を廃止する

条例 

 

国営厚沢部川土地改良事業促進基金の設置、管理及び処分に関する条例（昭和６０年条例第１

４号）は、廃止する。 

 

附 則 

この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 
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議案第１８号  
消費税改正に伴う関係条例の整理条例の制定について  

消費税改正に伴う関係条例の整理条例を、次のように定める。   
平成３１年３月１２日提出   

江差町長 照 井 誉之介    
提案理由 

 本年１０月１日から、消費税及び地方消費税の税率が８％から１０％へ引き上げら

れることから、関係条例を改正するもの。
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消費税改正に伴う関係条例の整理条例 

 

（江差町庁舎の目的外利用及び使用料条例の一部改正） 

第１条 江差町庁舎の目的外利用及び使用料条例（平成１６年条例第１号）の一部を次のように

改正する。 

別表第１中 

「 

2 階 庁内会議室 700 円 

2 階 第 1会議室 400 円 

2 階 第 2会議室 400 円 

3 階 第 1委員会室 400 円 

3 階 第 2委員会室 900 円 

3 階 第 3委員会室 300 円 

前庭・コンコース 400 円 

駐車場 600 円 

                            」 

を 

「 

2 階 庁内会議室 730 円 

2 階 第 1会議室 410 円 

2 階 第 2会議室 410 円 

3 階 第 1委員会室 410 円 

3 階 第 2委員会室 940 円 

3 階 第 3委員会室 310 円 

前庭・コンコース 410 円 

駐車場 620 円 

                            」 

に改める。 

 

（江差町行政財産使用料条例の一部改正） 

第２条 江差町行政財産使用料条例（平成１６年条例第５号）の一部を次のように改正する。 

第２条第３項中「第１項の時価に１００分の５．２を乗じて得た年額」を「前２項の規定によ

り算出した額に１００分の１１０を乗じて得た額」に改める。 

第３条第１項中「１００分の１０５」を「１００分の１１０」に改め、同条第２項中「１，５

００円」を「１，６５０円」に改める。 

 

（江差町立学校施設使用料条例の一部改正） 

第３条 江差町立学校施設使用条例（平成１６年条例第２号）の一部を次のように改正する。 

 別表（第２条関係）中、「９００円」を「９４０円」に、「３００円」を「３１０円」に改める。 

 

（江差町文化会館条例の一部改正） 

第４条 江差町文化会館条例（平成２年条例第１３号）の一部を次のように改正する。 

別表１中「６，２００円」を「６，４９０円」に、「１，８００円」を「１，８８０円」に、
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「３００円」を「３１０円」に、「５００円」を「５２０円」に改める。 

別表２の１の表中「４，６２０」を「４，８４０」に、「２，３１０」を「２，４２０」に、

「９２０」を「９６０」に、「５７０」を「５９０」に、「１，１５０」を「１，２００」に改

める。 

別表２の２の表中「５，７７０」を「６，０４０」に、「２，３１０」を「２，４２０」に、

「１，１５０」を「１，２００」に、「５７０」を「５９０」に、「３４０」を「３５０」に改

める。 

別表２の３の表中「３，４６０」を「３，６２０」に、「１，７３０」を「１，８１０」に、

「４，６２０」を「４，８４０」に、「１，１５０」を「１，２００」に、「５７０」を「５９

０」に、「２３０」を「２４０」に、「２，３１０」を「２，４２０」に改める。 

別表２の４の表中「２，３１０」を「２，４２０」に、「１，１５０」を「１，２００」に、

「５７０」を「５９０」に改める。 

 

（江差町スポーツ施設条例の一部改正） 

第５条 江差町スポーツ施設条例（平成１６年条例第３号）の一部を次のように改正する。 

別表第２の１の表中「８００円」を「８３０円」に、「５，１００円」を「５，３４０円」に

改める。 

別表第２の３の表中「１，０００円」を「１，０４０円」に改める。 

別表第２の４の表野球場（昼間）の項中「８００円」を「８３０円」に改め、同表野球場（夜

間・１８：００以降）の項中「２，３００円」を「２，４００円」に改める。 

別表第２の４の表サブグランドの項及び研修室の項中「３００円」を「３１０円」に改める。 

別表第２の４の表スコアボードの項中「１，０００円」を「１，０４０円」に改め、同表音響

設備（マイク含む）の項中「５００円」を「５２０円」に改め、同表機材等持ち込み料の項中

「３，０００円」を「３，１４０円」に改める。 

別表第２の５の表中「１，５００円」を「１，５７０円」に、「７５０円」を「７８０円」に

改める。 

別表第２の６の表中「９００円」を「９４０円」に、「５００円」を「５２０円」に改める。 

 

（江差町コミュニティセンター条例の一部改正） 

第６条 江差町コミュニティセンター条例（昭和４９年条例第２２号）の一部を次のように改正

する。 

別表中「１，９００円」を「１，９９０円」に、「６００円」を「６２０円」に改める。 

 

（江差町集会施設条例の一部改正） 

第７条 江差町集会施設条例（平成２年条例第１８号）の一部を次のように改正する。 

別表第２中「８００円」を「８３０円」に、「３００円」を「３１０円」に改める。 

 

（江差町児童館条例の一部改正） 

第８条 江差町児童館条例（昭和４３年条例第２５号）の一部を次のように改正する。 

別表中「４００円」を「４１０円」に改める。 

 

（南が丘ふれあいセンター条例の一部改正） 

第９条 南が丘ふれあいセンター条例（平成７年条例第２０号）の一部を次のように改正する。 
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別表中「１，１００円」を「１，１５０円」に、「３００円」を「３１０円」に、「４００

円」を「４１０円」に改める。 

 

（江差町老人福祉センター条例の一部改正） 

第１０条 江差町老人福祉センター条例（平成１２年条例第２３号）の一部を次のように改正す

る。 

別表中「１，４００」を「１，４６０」に、「６００」を「６２０」に、「３００」を「３１

０」に、「５００」を「５２０」に改める。 

 

（江差町保健センター条例の一部改正） 

第１１条 江差町保健センター条例（平成５年条例第１７号）の一部を次のように改正する。 

別表中「１，３００円」を「１，３６０円」に、「１，２００円」を「１，２５０円」に改め

る。 

 

（江差町公営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第１２条 江差町公営住宅の設置及び管理に関する条例（平成９年条例第１０号）の一部を次の

ように改正する。 

第５８条第１項中「２，１００円」を「２，２００円」に改める。 

別表第２中「５００円」を「５２０円」に改める。 

 

（江差町農業管理センター条例の一部改正） 

第１３条 江差町農業管理センター条例（平成１８年条例第２４号）の一部を次のように改正す

る。 

別表中「８００円」を「８３０円」に、「４００円」を「４１０円」に改める。 

 

（江差町歴史的まちなみ交流会館壱番蔵設置条例の一部改正） 

第１４条 江差町歴史的まちなみ交流会館壱番蔵設置条例（平成１８年条例第２６号）の一部を

次のように改正する。 

別表第１中「８００円」を「８３０円」に、「５００円」を「５２０円」に改める。 

 

（繁次郎の里簡易宿泊施設設置条例の一部改正） 

第１５条 繁次郎の里簡易宿泊施設設置条例（平成５年条例第６号）の一部を次のように改正す

る。 

別表中「６，３００円」を「６，６００円」に、「８，４００円」を「８，８００円」に、

「１０，５００円」を「１１，０００円」に、「２，１００円」を「２，２００円」に改める。 

 

（江差町温泉供給条例の一部改正） 

第１６条 江差町温泉供給条例（平成７年条例第１２号）の一部を次のように改正する。 

第１４条第１項中「１００分の１０５」を「１００分の１１０」に改める。 

 

（江差町漁船等上架施設管理条例の一部改正） 

第１７条 江差町漁船等上架施設管理条例（平成１８年条例第２２号）の一部を次のように改正

する。 
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別表を次のように改める。 

別表（第６条関係） 

漁船上架施設使用料 

区分 使用料 摘要 

上

架

進

水

料 

５トンまで ８７，６００円 上架日数が２５日を超える

場合には上架進水料に８割

を加算する。 
５トンを超え１０トン

まで 

８７，６００円に１トン増毎に４，

５５０円を加算した額 

１０トンを超え３０ト

ンまで 

１１０，３８０円に１トン増毎に

４，０４０円を加算した額 

３０トンを超え６０ト

ンまで 

１９１，２９０円に１トン増毎に

３，１２０円を加算した額 

６０トンを超え１００

トンまで 

２８４，９７０円に１トン増毎に

２，８６０円を加算した額 

１００トンを超えるも

の 

３９９，４００円に１トン増毎に

２，５９０円を加算した額 

滞船料 １日１トン当たり ８０円 日数の算定については、上

架の日より７日を超えた日

からとする。 

備考 

１ １２月１日から翌年３月末日までの使用料（滞船料を除く。）は上記料金の３割増しと

する。 

２ １トン未満の端数があるときは、１トンとして計算する。 

 

（江差町水産物荷捌施設設置条例の一部改正） 

第１８条 江差町水産物荷捌施設設置条例（平成９年条例第１３号）の一部を次のように改正す

る。 

第２条中「第一」を「-４．５ｍ」に改める。 

別表備考中「１０５」を「１１０」に改める。 

 

（江差町漁村センター条例の一部改正） 

第１９条 江差町漁村センター条例（平成１８年条例第２１号）の一部を次のように改正する。 

別表を次のように改める。 

別表（第７条関係） 

江差町漁村センター使用料 

室名 １時間当たり 

会議室 会議室 １，２５０円

拡声器一式 ２００円

実習室 ９４０円

漁民娯楽室 ３１０円
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その他の研修室 ２００円

和室一室につき ３１０円

備考 

１ 暖房を使用している期間は、使用料の３割増しとする。（ただし、拡声器一式を除

く。） 

２ １時間未満は１時間とし、１時間を超える端数については３０分以上を１時間とみな

す。 

３ 上記のほか、電気、ガス及び水道を多量に使用する場合は、その実費を徴収する。 

４ 営利を目的とする使用についての使用料金は、町外業者については１０割増し、町内業

者については５割増しとする。 

５ 外来船員のための和室等の使用に係る使用料金については、別に町長が定める。 

６ 前各号により算出された合計額に１０円未満の端数が生じた場合は、当該端数金額を切

り捨てる。 

 

（江差町都市公園条例の一部改正） 

第２０条 江差町都市公園条例（昭和５５年条例第１２号）の一部を次のように改正する。 

第１３条中「ならない。」の次に「ただし、占用の期間が１月に満たない場合にあっては、別

表第４に掲げる占用料に１００分の１１０を乗じて得た額を占用料とする。」を加える。 

別表第４に備考として次のように加える。 

備考 

１ 占有の期間が１年未満のときは月割計算し、１年未満の端数があるときは１月として計算す

る。 

 

（江差町会所会館条例の一部改正） 

第２１条 江差町会所会館条例（平成１３年条例第７号）の一部を次のように改正する。 

 別表中備考以外の部分を次のように改める。 

別表（第４条関係） 

室名 １時間当たりの使用料金 

多目的ホール 全室使用 １，３６０円 

 部分使用１／２ ６２０円 

 

（江差町公共下水道条例の一部改正） 

第２２条 江差町公共下水道条例（平成１４年条例第１６号）の一部を次のように改正する。 

第２９条第１項の表中「１，６４１」を「１，６７２」に、「２０５」を「２０９」に、「１

０１」を「１０３」に改める。 

 

（江差港湾センター条例の一部改正） 

第２３条 江差港湾センター条例（昭和５１年条例第２７号）の一部を次のように改正する。 

第３条第３号を削る。 

第６条第１項中「別表に定める使用料を納めなければならない」を「江差町行政財産使用料条

例（平成１６年条例第５号）第３条の規定により算出した額を納めなければならない」に改め

る。 
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別表を削る。 

 

（江差町給水条例の一部改正） 

第２４条 江差町給水条例（平成１０年条例第１４号）の一部を次のように改正する。 

 別表第１を次のように改める。 

別表第１（第２７条関係）  

給

水

装

置

の

種

類 

基本料金（１ヶ月につき） 基本水量 水道料金 備考 

１ 家庭用は一般家

庭において生活用に

水道を使用するもの

に適用する。 

ただし、１個の水

道メーターにより家

庭用以外の用途と併

用するものについて

は使用量１５立方メ

ートル以下の分を家

庭用とみなす。 

２ 基本料金１,９

１７円の区画には、

家庭用の１３ミリメ

ートルで、過去６ヶ

月の１ヶ月当たり平

均使用量が５立方メ

ートル以下のものに

適用する。 

ただし、過去６ヶ

月の１ヶ月当たり平

均使用量が６立方メ

ートル以上になつた

ときは、基本料金２,

４７９円の区画とす

る。 

３ 一般用は、家庭

用及び公衆浴場用以

外のものに適用す

る。 

４ 料金は基本料金

と水量料金との合計

額とする。（消費税込

料金） 

口

径

別

基

本

水

量 

基

本

水

量

の

分 

家 庭

用 

家庭用・一般

用 

公 衆

浴 場

用 

基本水

量を超

え１５

立方メ

ートル

までの

１立方

メート

ルにつ

き 

家庭用

～１５

立方メ

ートル

を超え

１００

立方メ

ートル

までの

１立方

メート

ルにつ

き 

一般用

～基本

水量を

超え１

００立

方メー

トルま

での１

立方メ

ートル

につき

家 庭

用・一

般 用

１ ０

０ 立

方 メ

ー ト

ル を

超 え

る １

立 方

メ ー

ト ル

に つ

き 

８ 立

方 メ

ー ト

ル を

超 え

る １

立 方

メ ー

ト ル

に つ

き 

専

用 

ミリメート

ル 

 

口径１３ 

円 

１,９１７ 

m３

５

無

料 

円

２７５

円

３９６

円

４５６

円 

１５０ 

２,４７９ ８

口径２０ ３,１９３ 

口径２５ ５,０８３ 

口径４０ １１,９２８ １０
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口径５０ ２９,５４４ ２０

口径７５ ４２,３１９ ２５

口径１００ ６０,８１３ ３５

浴場用 ３,１９３ ８

共

用 

共用栓 １,９１７ 

 

別表第２を次のように改める。 

別表第２（第２７条関係） 

量水器の口径 １個１ヶ月の使用量 

１３ミリメートル ５５円 

２０ミリメートル １０４円 

２５ミリメートル １１０円 

４０ミリメートル ２１６円 

５０ミリメートル ３１２円 

 

別表第４を次のように改める。 

別表第４（第３４条関係） 

量水器の口径 加入金の額 

１３ミリメートル ５０,９９４円 

２０ミリメートル ７７,８３６円 

２５ミリメートル ２１４,７３４円 

４０ミリメートル ６９７,８８７円 

５０ミリメートル １,０３６,０８６円 

７５ミリメートル 管理者が別に定める 

１００ミリメートル 管理者が別に定める 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成３１年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料について適用

し、同日前の利用による利用料については、なお従前の例による。但し、第２４条の改正条例

中、別表第２及び別表第４の改正については適用しない。 
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議案第１９号 

 

江差町職員の勤務時間及び休日休暇等に関する条例の一部を改正する 

条例について 

 

 江差町職員の勤務時間及び休日休暇等に関する条例の一部を、次のように改正する

ものとする。 

 

 

平成３１年３月１２日提出 

 

 

江差町長 照 井 誉之介 

 

 

 

 

   提案理由 

 働き方改革に伴う人事院規則の改正を踏まえ、江差町職員の勤務時間及び休日休暇

等に関する条例を改正するもの。 
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江差町職員の勤務時間及び休日休暇等に関する条例の一部を改正する条例 

 

江差町職員の勤務時間及び休日休暇等に関する条例（平成７年条例第１号）の一部

を次のように改正する。 

 

第８条に次の１項を加える。 

３ 前項に規定するもののほか、同項に規定する正規の勤務時間以外の時間における

勤務に関し必要な事項は、規則で定める。 

 

附 則 

 この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 
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議案第２０号 

 

江差町職員の自己啓発等休業に関する条例の一部を改正する条例について 

 

 江差町職員の自己啓発等休業に関する条例の一部を、次のように改正するものとす

る。 

 

 

平成３１年３月１２日提出 

 

 

江差町長 照 井 誉之介 

 

 

 

 

   提案理由 

 学校教育法の一部改正により、専門職大学制度が創設されることに伴い、江差町職

員の自己啓発等休業に関する条例を改正するもの。 
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江差町職員の自己啓発等休業に関する条例の一部を改正する条例 

 

江差町職員の自己啓発等休業に関する条例（平成２０年条例第５号）の一部を次のように

改正する。 

 

第４条第１号中「第５２条」を「第８３条」に、「第５７条」を「第９１条」に、「第６

２条」を「第９７条」に改め、同条第２号中「第６８条の２第４項第２号」を「第１０４条

第７項第２号」に改め、同条第４号中「前各号に準ずるものとして町長が定める教育施設」

を「学校教育法第１２４条に規定する専修大学であって、同法第１２５条に規定する専門課

程を置くもの（自己啓発等休業をしようとする職員が当該課程を履修する場合に限る。）」

に改め、同号を同条第５号とし、同条第３号中「前２号に」を「前３号に掲げる教育施設に」

に改め、同号を同条第４号とし、同条第２号の次に次の１号を加える。 

（３） 学校教育法第１０８条に規定する短期大学 

第５条第１号中「第１３条第１項第３号」を「第１３条第１項第４号」に改める。 

 

  附 則 

この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 
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議案第２１号 

 

江差町水道の布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術 

管理者の資格基準に関する条例の一部を改正する条例について 

 

 江差町水道の布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資

格基準に関する条例の一部を、次のように改正するものとする。 

 

 

平成３１年３月１２日提出 

 

 

江差町長 照 井 誉之介 

 

 

 

 

   提案理由 

 学校教育法の一部改正により、専門職大学制度が創設されることに伴い、江差町水

道の布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関

する条例を改正するもの。 
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江差町水道の布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基

準に関する条例の一部を改正する条例 

 

江差町水道の布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に

関する条例（平成２５年条例第１５号）の一部を次のように改正する。 

第３条第３号中「短期大学」の次に「（同法による専門職大学の前期課程を含む。）」を、

「後」の次に「（同法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した後）」を加える。 

第４条第２号中「後」の次に「（学校教育法による専門職大学の前期課程にあつては、修

了した後）」を、「同項第３号に規定する学校を卒業した者」の次に「（同法による専門職

大学の前期課程にあつては、修了した者）」を加え、同条第４号中「後」の次に「（学校教

育法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した後）」を、「同項第３号に規定する

学校の卒業者」の次に「（同法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した者。第４

号において同じ。）」を加え、同条第５号中「卒業者」の次に「（学校教育法による専門職

大学の前期課程の修了者を含む。）」を加える。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行前に行われた技術士法（昭和５８年法律第２５号）第４条第１項の規定

による第二次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であつて、選択科目として

水道環境を選択したものは、この条例による改正後の江差町水道の布設工事監督者の配置

基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例第３条第８項の規定の適

用については、同法第４条第１項の規定による第二次試験のうち上下水道部門に係るもの

に合格した者であつて、選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものとみなす。 
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議案第２２号 

 

江差町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 

 

 江差町国民健康保険税条例の一部を、次のように改正するものとする。 

 

 

平成３１年３月１２日提出 

 

 

江差町長 照 井 誉之介 

 

 

 

 

   提案理由 

 国民健康保険事業費納付金に係る保険税率の算定に伴い、江差町国民健康保険税条

例を改正するもの。 
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江差町国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 

江差町国民健康保険税条例（昭和４０年条例第３号）の一部を次のように改正する。 

 

第３条第１項中「１００分の７．１４」を「１００分の７．１８」に改める。 

 

第４条中「１９，８００円」を「２０，１００円」に改める。 

 

第５条第１号中「３２，０００円」を「３１，８００円」に改め、同条第２号中「１６，

０００円」を「１５，９００円」に改め、同条第３号中「２４，０００円」を「２３，８５

０円」に改める。 

 

第６条中「１００分の２．４０」を「１００分の２．４６」に改める。 

 

第７条中「６，６００円」を「６，８００円」に改める。 

 

第７条の２第１号中「１０，８００円」を「１０，７００円」に改め、同条第２号中

「５，４００円」を「５，３５０円」に改め、同条第３号中「８，１００円」を「８，０２

５円」に改める。 

 

第８条中「１００分の１．８８」を「１００分の２．０８」に改める。 

 

第９条中「６，４００円」を「７，４００円」に改める。 

 

第９条の２中「７，８００円」を「８，７００円」に改める。 

 

第２３条第１号ア中「１３，８６０円」を「１４，０７０円」に改め、同号イ中「２２，

４００円」を「２２，２６０円」に、「１１，２００円」を「１１，１３０円」に、「１

６，８００円」を「１６，６９５円」に改め、同号ウ中「４，６２０円」を「４，７６０

円」に改め、同号エ中「７，５６０円」を「７，４９０円」に、「３，７８０円」を「３，

７４５円」に、「５，６７０円」を「５，６１７円」に改め、同号オ中「４，４８０円」を

「５，１８０円」に改め、同号カ中「５，４６０円」を「６，０９０円」に改め、同条第２

号ア中「９，９００円」を「１０，０５０円」に改め、同号イ中「１６，０００円」を「１
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５，９００円」に、「８，０００円」を「７，９５０円」に、「１２，０００円」を「１

１，９２５円」に改め、同号ウ中「３，３００円」を「３，４００円」に改め、同号エ中

「５，４００円」を「５，３５０円」に、「２，７００円」を「２，６７５円」に、「５，

４００円」を「４，０１２円」に改め、同号オ中「３，２００円」を「３，７００円」に改

め、同号カ中「３，９００円」を「４，３５０円」に改め、同条第３号ア中「３，９６０

円」を「４，０２０円」に改め、同号イ中「６，４００円」を「６，３６０円」に、「３，

２００円」を「３，１８０円」に、「４，８００円」を「４，７７０円」に改め、同号ウ中

「１，３２０円」を「１，３６０円」に改め、同号エ中「２，１６０円」を「２，１４０

円」に、「１，０８０円」を「１，０７０円」に、「１，６２０円」を「１，６０５円」に

改め、同号オ中「１，２８０円」を「１，４８０円」に改め、同号カ中「１，５６０円」を

「１，７４０円」に改める。 

 

附  則 

この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 
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議案第２３号 

 

江差町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例について 

 

 江差町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を、次のように改正するものとする。 

 

 

平成３１年３月１２日提出 

 

 

江差町長 照 井 誉之介 

 

 

 

 

   提案理由 

 災害弔慰金の支給等に関する法律の改正に伴い、江差町災害弔慰金の支給等に関す

る条例を改正するもの。 
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江差町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例 

 

江差町災害弔慰金の支給等に関する条例（昭和４９年条例第３２号）の一部を次のように

改正する。 

 

第１４条中「年３パーセント」の次に「以内で規則で定める率」を加える。 

第１５条第１項中「（又は半年賦償還）」を「、半年賦償還又は月賦償還」に改める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の江差町災害弔慰金の支給等に関する条例第１４条及び第１５条

第１項の規定は、この条例の施行の日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主

に対する災害援護資金の貸付けについて適用し、同日前に生じた災害により被害を受けた

世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。 
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議案第２４号 

 

指定管理者の指定について 

 

次のとおり指定管理者を指定したいので、地方自治法第２４４条の２第６項の規

定により、議会の議決を求める。 

 

１ 指定管理者に管理を行わせる施設 

(1) 所在地 檜山郡江差町字中歌町１９３番地３ 

(2) 名 称 江差追分会館・江差山車会館 

２ 指定管理者に指定する団体 

(1) 所在地 檜山郡江差町字豊川町１５０番地 

(2) 名 称 株式会社 舞台派遣 

(3) 代表者 代表取締役 福原 祐介 

３ 指定する期間 

平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日まで（５年間） 

 

 

平成３１年３月１２日提出 

 

江差町長 照 井 誉之介 

 

 

  提案理由 

 江差追分会館・江差山車会館について、管理及び運営を効率的かつ効果的に行わ

せるために指定管理者を指定するため。 
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議案第２５号 

 

指定管理者の指定について 

 

次のとおり指定管理者を指定したいので、地方自治法第２４４条の２第６項の規

定により、議会の議決を求める。 

 

１ 指定管理者に管理を行わせる施設 

(1) 所在地 檜山郡江差町字茂尻町７１番地 

(2) 名 称 江差町文化会館 

２ 指定管理者に指定する団体 

(1) 所在地 檜山郡江差町字豊川町１５０番地 

(2) 名 称 株式会社 舞台派遣 

(3) 代表者 代表取締役 福原 祐介 

３ 指定する期間 

平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日まで（５年間） 

 

 

平成３１年３月１２日提出 

 

江差町長 照 井 誉之介 

 

 

  提案理由 

 江差町文化会館について、管理及び運営を効率的かつ効果的に行わせるために指

定管理者を指定するため。 
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議案第２６号 

 

指定管理者の指定について 

 

次のとおり指定管理者を指定したいので、地方自治法第２４４条の２第６項の規

定により、議会の議決を求める。 

 

１ 指定管理者に管理を行わせる施設 

(1) 所在地 檜山郡江差町字中歌町１９６番地 

(2) 名 称 江差町漁船等上架施設 

２ 指定管理者に指定する団体 

(1) 所在地 檜山郡江差町字中歌町１９６番地 

(2) 名 称 株式会社 檜山造船公社 

(3) 代表者 代表取締役 半田 正敏 

３ 指定する期間 

平成３１年４月１日から平成３５年３月３１日まで（４年間） 

 

 

平成３１年３月１２日提出 

 

江差町長 照 井 誉之介 

 

 

提案理由 

 江差町漁船等上架施設について、管理及び運営を効率的かつ効果的に行わせるた

めに指定管理者を指定するため。 
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議案第２７号 

 

指定管理者の指定について 

 

次のとおり指定管理者を指定したいので、地方自治法第２４４条の２第６項の規

定により、議会の議決を求める。 

 

１ 指定管理者に管理を行わせる施設 

(1) 所在地 檜山郡江差町字姥神町１５７番地１ 

(2) 名 称 江差町漁村センター 

２ 指定管理者に指定する団体 

(1) 所在地 檜山郡江差町字姥神町１３８番地１ 

(2) 名 称 江差青果卸売市場 株式会社 

(3) 代表者 代表取締役 森野 一夫 

３ 指定する期間 

平成３１年４月１日から平成３５年３月３１日まで（４年間） 

 

 

平成３１年３月１２日提出 

 

江差町長 照 井 誉之介 

 

 

  提案理由 

 江差町漁村センターについて、管理及び運営を効率的かつ効果的に行わせるため

に指定管理者を指定するため。 
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議案第２８号 

 

指定管理者の指定について 

 

次のとおり指定管理者を指定したいので、地方自治法第２４４条の２第６項の規

定により、議会の議決を求める。 

 

１ 指定管理者に管理を行わせる施設 

(1) 所在地 檜山郡江差町字姥神町１番地１０ 

(2) 名 称 江差港マリーナ 

２ 指定管理者に指定する団体 

(1) 所在地 檜山郡江差町字姥神町１番地１０ 

(2) 名 称 一般財団法人 開陽丸青少年センター 

(3) 代表者 副理事長 打越 東亜夫 

３ 指定する期間 

平成３１年４月１日から平成３５年３月３１日まで（４年間） 

 

 

平成３１年３月１２日提出 

 

江差町長 照 井 誉之介 

 

 

  提案理由 

 江差港マリーナについて、管理及び運営を効率的かつ効果的に行わせるために指

定管理者を指定するため。
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議案第２９号 

 

指定管理者の指定について 

 

次のとおり指定管理者を指定したいので、地方自治法第２４４条の２第６項の規

定により、議会の議決を求める。 

 

１ 指定管理者に管理を行わせる施設 

(1) 所在地 檜山郡江差町字姥神町４２番地３ 

(2) 名 称 江差町歴史的まちなみ交流会館壱番蔵 

２ 指定管理者に指定する団体 

(1) 所在地 檜山郡江差町字橋本町８５番地 

(2) 名 称 江差町歴まち商店街協同組合 

(3) 代表者 代表理事 萩原 徹 

３ 指定する期間 

平成３１年４月１日から平成３５年３月３１日まで（４年間） 

 

 

平成３１年３月１２日提出 

 

江差町長 照 井 誉之介 

 

 

  提案理由 

 江差町歴史的まちなみ交流会館壱番蔵について、管理及び運営を効率的かつ効果

的に行わせるために指定管理者を指定するため。 
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